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後
漢
書
、
三
國
志
、
晉
書
、
北
史
等
に
出
で
た
る
倭
國
女
王
卑
彌
呼
の
事
に
關
し
て
は
、
從
來
史
家
の
考
證
甚
だ
繁

く
、
或
は
之
を
以
て
我
神
功
皇
后
と
し
、
或
は
以
て
筑
紫
の
一
女
酋
と
し
、
紛
々
と
し
て
歸
一
す
る
所
な
き
が
如
く
な

る
も
、
近
時
に
於
て
は
大
抵
後
說
を
取
る
者
多
き
に
似
た
り
。
今
余
が
考
ふ
る
所
は
此
の
二
者
に
異
な
る
者
あ
れ
ば

試
み
に
左
の
序
次
に
よ
り
、
其
の
所
見
を
下
に
述
べ
ん
と
す
。

一
、
本
文
の
撰
擇

二
、
本
文
の
記
事
に
關
す
る
我
邦
最
舊
の
見
解

三
、
舊
說
に
對
す
る
異
論

四
、
本
文
の
考
證

五
、
結
論一

、
本
文
の
撰
擇
　

卑
彌
呼
の
記
事
を
載
せ
た
る
那
史
書
の
中
、
晉
書
、
北
史
の
如
き
は
、
固
よ
り
後
漢
書
、
三
國
志
に
據
り
た
る
こ

と
疑
な
け
れ
ば
、
此
は
論
を
費
す
こ
と
を
須
ひ
ざ
れ
ど
も
、
後
漢
書
と
三
國
志
と
の
間
に
存
す
る
歧
異
の
點
に
關
し
て

は
、
史
家
の
疑
惑
を
惹
く
者
な
く
ば
あ
ら
ず
。
三
國
志
は
晉
代
に
成
り
て
、
今
の
范
曄
の
後
漢
書
は
、
宋
代
に
成
れ
る

晩
出
の
書
な
れ
ど
も
、
兩
書
が
同
一
事
を
記
す
る
に
當
り
て
、
後
漢
書
の
取
れ
る
史
料
が
、
三
國
志
の
所
載
以
外
に
及

ぶ
こ
と
、
東
夷
傳
中
に
す
ら
一
二
に
し
て
止
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
倭
國
傳
の
記
事
も
然
る
者
あ
る
に
あ
ら
ず
や
と
は
、
史

家
の
動
も
す
れ
ば
疑
惑
を
挾
み
し
所
な
り
き
。
此
の
疑
惑
を
決
せ
ん
こ
と
は
、
卽
ち
本
文
撰
擇
の
第
一
要
件
な
り
。

次
に
は
本
文
の
中
、
各
本
に
字
句
の
異
同
あ
る
こ
と
を
考
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
三
國
志
に
就
て
言
は
ん
に
、
余
は
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未
だ
宋
板
本
を
見
ざ
る
も
、
元
槧
明
修
本
、
明
南
監
本
、
乾
隆
殿
板
本
、
汲
古
閣
本
等
を
對
照
し
、
更
に
北
史
、
通
典
、

太
平
御
覽
、
册
府
元
龜
等
、
此
の
記
事
を
引
用
せ
る
諸
書
を
參
考
し
て
其
の
異
同
の
少
か
ら
ざ
る
に
驚
き
た
り
。
其
の

歧
異
を
決
せ
ん
こ
と
は
、
卽
ち
本
文
撰
擇
の
第
二
要
件
な
り
。

今
先
づ
單
に
其
の
先
出
の
書
た
る
理
由
に
よ
り
て
、
左
に
三
國
志
魏
書
第
三
十
の
本
文
を
掲
ぐ
べ
し
。

倭
人
傳

倭
人
　在
二　
帶
方
東
南
大
海
之
　
。
中
一　
　依
二　
山
　島
一　
　爲
二　
國
　
。
邑
一　
舊
百
餘
國
。
漢
時
　有
二　
朝
見
　
。
者
一　
今
使
譯
　所
レ　
通
三
十

國
。
　從
レ　
郡
　至
レ　
倭
。
　循
二　
海
　岸
一　
水
行
。
　歷
二　
韓
　
。
國
一　
乍
南
乍
東
。
　到
二　
其
北
岸
狗
邪
韓
　
。
國
一　
七
千
餘
里
。
始
　度
二　
一

　海
一　
千
餘
里
。
　至
二　
對
馬
　
。
國
一　
其
大
官
　曰
二　
卑
　
。
狗
一　
副
　曰
二　
卑
奴
母
　
。
離
一　
　所
レ　
居
絕
島
。
方
　可
二　
四
百
餘
　
。
里
一　
土
地
山

險
。
　多
二　
深
　
。
林
一　
道
路
　如
二　
禽
鹿
　
。
徑
一　
　有
二　
千
餘
　
。
戶
一　
　無
二　
良
　
。
田
一　
　食
二　
海
　物
一　
自
活
。
　乘
レ　
船
南
北
市
糴
。
南
　渡
二　

一
　海
一　
千
餘
里
。
名
　曰
二　
瀚
　
。
海
一　
　至
二　
一
大
　
。
國
一　
官
亦
　曰
二　
卑
　
。
狗
一　
副
　曰
二　
卑
奴
母
　
。
離
一　
方
　可
二　
三
百
　
。
里
一　
　多
二　
竹
木

叢
　
。
林
一　
　有
二　
三
千
許
　
。
家
一　
差
　有
二　
田
　
。
地
一　
　耕
レ　
田
猶
　不
レ　
　足
レ　
食
。
亦
南
北
市
糴
。
　渡
二　
一
　海
一　
千
餘
里
。
　至
二　
末
盧

　
。
國
一　
　有
二　
四
千
餘
　
。
戶
一　
　濱
二　
山
　海
一　
居
。
草
木
茂
盛
。
行
　不
レ　
　見
二　
前
　
。
人
一　
好
　捕
二　
魚
　
。
鰒
一　
水
　無
二　
深
　淺
一　
皆
沈
沒
　取
レ　

之
。
東
南
陸
行
五
百
里
。
　到
二　
伊
都
　
。
國
一　
官
　曰
二　
爾
　
。一　
副
　曰
二　
泄
謨
觚
柄
渠
　
。
觚
一　
　有
二　
千
餘
　
。
戶
一　
世
　有
レ　
王
。
皆

　統
二　
屬
女
王
　
。
國
一　
郡
使
往
來
常
　所
レ　
駐
。
東
南
　至
二　
奴
　國
一　
百
里
。
官
　曰
二　
兕
馬
　
。
觚
一　
副
　曰
二　
卑
奴
母
　
。
離
一　
　有
二　
二
萬
餘

　
。
戶
一　
東
行
　至
二　
不
彌
　國
一　
百
里
。
官
　曰
二　
多
　
。
模
一　
副
　曰
二　
卑
奴
母
　
。
離
一　
〔
　有
二　
千
餘
　
。
家
一　
〕南
　至
二　
投
馬
　
。
國
一　
水
行
二
十

日
。
官
　曰
二　
彌
　
。
彌
一　
副
　曰
二　
彌
彌
那
　
。
利
一　
　可
二　
五
萬
餘
　
。
戶
一　
南
　至
二　
邪
馬
壹
　
。
國
一　
女
王
之
　所
レ　
都
。
水
行
十
日
。
陸
行

一
月
。
官
　有
二　
伊
　
。
馬
一　
次
　曰
二　
彌
馬
　
。
升
一　
次
　曰
二　
彌
馬
獲
　
。一　
次
　曰
二　
奴
佳
　
。
鞮
一　
　可
二　
七
萬
餘
　
。
戶
一　
　自
二　
女
王
　國
一　

以
北
。
其
戶
數
道
里
　可
二　
略
　
。
載
一　
其
餘
旁
國
遠
絕
。
　不
レ　
　可
レ　
　得
レ　
詳
。
次
　有
二　
斯
馬
　
。
國
一　
次
　有
二　
已
百
　
。
國
一　
次
　有
二　
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伊
邪
　
。
國
一　
次
　有
二　
郡
　
。
國
一　
次
　有
二　
彌
奴
　
。
國
一　
次
　有
二　
好
古
都
　
。
國
一　
次
　有
二　
不
呼
　
。
國
一　
次
　有
二　
姐
奴
　
。
國
一　
次
　有
二　
對
蘇

　
。
國
一　
次
　有
二　
蘇
奴
　
。
國
一　
次
　有
二　
呼
邑
　
。
國
一　
次
　有
二　
華
奴
蘇
奴
　
。
國
一　
次
　有
二　
鬼
　
。
國
一　
次
　有
二　
爲
吾
　
。
國
一　
次
　有
二　
鬼
奴
　
。
國
一　

次
　有
二　
邪
馬
　
。
國
一　
次
　有
二　
躬
臣
　
。
國
一　
次
　有
二　
巴
利
　
。
國
一　
次
　有
二　
惟
　
。
國
一　
次
　有
二　
烏
奴
　
。
國
一　
次
　有
二　
奴
　
。
國
一　
此
女
王
境

界
　所
レ　
盡
。
其
南
　有
二　
狗
奴
　
。
國
一　
男
子
　爲
レ　
王
。
其
官
　有
二　
狗
古
智
卑
　
。
狗
一　
　不
レ　
　屬
二　
女
　
。
王
一　
　自
レ　
郡
　至
二　
女
王
　
。
國
一　
萬

二
千
餘
里
。
男
子
　無
二　
大
　
。
小
一　
皆
黥
面
文
身
。
　自
レ　
古
以
來
。
其
使
　詣
二　
中
　
。
國
一　
皆
自
　稱
二　
大
　
。
夫
一　
夏
后
少
康
之
子
。

　封
二　
於
會
　
。
稽
一　
斷
髮
文
身
。
以
　避
二　
蛟
龍
之
　
。
害
一　
今
倭
水
人
好
沈
沒
　捕
二　
魚
　
。
蛤
一　
文
身
。
亦
以
　厭
二　
大
魚
水
　
。
禽
一　
後

稍
以
　爲
レ　
飾
。
諸
國
文
身
各
異
。
或
左
或
右
。
或
大
或
小
。
尊
卑
　有
レ　
差
。
　計
二　
其
道
　
。
里
一　
　當
レ　
　在
二　
會
稽
東
冶
之

　
。
東
一　
其
風
俗
　不
レ　
淫
。
男
子
皆
露
紒
。
　以
二　
木
　緜
一　
招
頭
。
其
衣
横
幅
。
但
結
束
相
連
。
畧
　無
レ　
縫
。
婦
人
　被
レ　
髮

屈
紒
。
　作
レ　
衣
　如
二　
單
　
。
被
一　
　穿
二　
其
中
　
。
央
一　
　貫
レ　
頭
　衣
レ　
之
。
　種
二　
禾
稻
紵
　
。
麻
一　
蠶
桑
緝
績
。
　出
二　
細
紵
縑
　
。
緜
一　
其
地

　無
二　
牛
馬
虎
豹
羊
　
。
鵲
一　
兵
　用
二　
矛
楯
木
　
。
弓
一　
木
弓
　短
レ　
下
　長
レ　
上
。
竹
箭
或
鐵
鏃
。
或
骨
鏃
。
　所
二　
有
　
。
無
一　
　與
二　
儋
耳

朱
　崖
一　
同
。
倭
地
温
暖
。
冬
夏
　食
二　
生
　
。
菜
一　
皆
徒
跣
。
　有
二　
屋
　
。
室
一　
父
母
兄
弟
臥
息
　異
レ　
處
。
　以
二　
朱
　丹
一　
　塗
二　
其
身

　
。
體
一　
　如
二　
中
國
　用
　一レ　　
粉
也
。
食
飮
　用
二　
籩
　
。
豆
一　
手
食
。
其
死
　有
レ　
棺
　無
レ　
槨
。
　封
レ　
土
　作
レ　
冢
。
始
死
。
　停
レ　
喪
十
餘
日
。

當
時
　不
レ　
　食
レ　
肉
。
喪
主
哭
泣
。
他
人
就
歌
舞
　飮
レ　
酒
。
已
葬
。
　擧
レ　
家
　詣
二　
水
　中
一　
澡
浴
。
以
　如
二　
練
　
。
沐
一　
其
行
來

　渡
レ　
海
　詣
二　
中
　
。
國
一　
恆
　使
下　
一
人
　不
レ　
　梳
レ　
頭
。
　不
レ　
　去
二　
蟣
　
。
蝨
一　
衣
服
垢
汚
。
　不
レ　
　食
レ　
肉
。
　不
　上レ　　
　近
二　
婦
　
。
人
一　
　如
二　
喪

　
。
人
一　
　名
レ　
之
　爲
二　
持
　
。
衰
一　
若
行
者
吉
善
。
共
　顧
二　
其
生
口
財
　
。
物
一　
若
　有
三　
疾
病
　遭
二　
暴
　
。
害
一　
便
　欲
レ　
　殺
レ　
之
。
　謂
二　
其
持

衰
　不
　一レ　　
謹
。
　出
二　
眞
珠
、青
　
。
玉
一　
其
山
　有
レ　
丹
。
其
木
　有
二　
柟
杼
、豫
樟
、楺
櫪
、投
橿
、烏
號
、楓
　
。
香
一　
其
竹
篠
簳

桃
。
　有
二　
薑
橘
椒
蘘
　
。
荷
一　
　不
レ　
　知
三　
以
　爲
二　
滋
　
。
味
一　
　有
二　
獮
猿
黑
　
。
雉
一　
其
俗
　擧
レ　
事
行
來
。
　有
レ　
　所
二　
云
　
。
爲
一　
輒
　灼
レ　

骨
而
ト
。
以
　占
二　
吉
　
。
凶
一　
先
　吿
レ　
　所
レ　
ト
。
其
辭
　如
レ　
令
。
龜
法
　視
二　
火
　坼
一　
　占
レ　
兆
。
其
會
同
座
起
。
父
子
男
女
　無
レ　
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別
。
人
性
　嗜
レ　
酒
魏
略
曰
。
其
俗
　不
レ　
　知
二　
正
歳
四
　
。
時
一　

但
　記
二　
春
耕
秋
　收
一　
　爲
二　
年
　
。
紀
一　

　見
二　
大
人
　所
　一レ　　
敬
。
但
　摶
レ　
手
以
　當
二　
跪
　
。
拜
一　
其
人
壽
考
。
或
百
年
。

或
八
九
十
年
。
其
俗
國
大
人
皆
四
五
婦
。
下
戶
或
二
三
婦
。
婦
人
　不
レ　
淫
。
　不
二　
妬
　
。
忌
一　
　不
二　
盜
　
。
竊
一　
　少
二　
諍
　
。
訟
一　

其
　犯
レ　
法
。
輕
者
　沒
二　
其
妻
　
。
子
一　
重
者
　滅
二　
其
門
戶
及
親
　
。
族
一　
尊
卑
各
　有
二　
差
　
。
序
一　
　足
二　
相
臣
　
。
服
一　
　收
二　
租
　
。
賦
一　
　有
二　

邸
　
。
閣
一　
國
國
　有
レ　
市
。
　交
二　
易
有
　
。
無
一　
　使
二　
大
倭
　監
　一レ　　
之
。
　自
二　
女
王
　國
一　
以
北
。
特
　置
二　
一
大
　
。
率
一　
　檢
二　
察
諸
　
。
國
一　
諸

國
畏
憚
之
。
常
　治
二　
伊
都
　
。
國
一　
　於
二　
國
　中
一　
　有
レ　
　如
二　
刺
　
。
史
一　
王
　遣
レ　
使
　詣
二　
京
都
、
帶
方
郡
、
諸
韓
　
。
國
一　
及
郡
　使
二　
倭

　
。
國
一　
皆
　臨
レ　
津
　搜
二　
露
傳
送
文
書
、
賜
遣
之
　物
一　
　詣
二　
女
　
。
王
一　
　不
レ　
　得
二　
差
　
。
錯
一　
下
戶
　與
二　
大
　人
一　
　相
二　
逢
道
　
。
路
一　
逡
巡

　入
レ　
草
。
　傳
レ　
辭
　說
レ　
事
。
或
蹲
或
跪
。
兩
手
　據
レ　
地
。
　爲
二　
之
恭
　
。
敬
一　
對
應
聲
　曰
レ　
噫
。
比
　如
二　
然
　
。
諾
一　
其
國
本
亦

　以
二　
男
　子
一　
　爲
レ　
王
。
住
七
八
十
年
。
倭
國
亂
。
相
攻
伐
　歷
レ　
年
。
乃
共
　立
二　
一
女
　子
一　
　爲
レ　
王
。
名
　曰
二　
卑
彌
　
。
呼
一　
　事
二　

鬼
　
。
道
一　
能
　惑
レ　
衆
。
年
已
長
大
。
　無
二　
夫
　
。
婿
一　
　有
二　
男
　
。
弟
一　
佐
　治
レ　
國
。
　自
レ　
　爲
レ　
王
以
來
。
　少
レ　
　有
二　
見
　
。
者
一　
　以
二　
婢

千
　人
一　
自
侍
。
唯
　有
二　
男
子
一
　
。
人
一　
　給
二　
飮
　
。
食
一　
　傳
レ　
辭
出
入
。
　居
二　
處
宮
　
。
室
一　
樓
觀
城
柵
嚴
設
。
常
　有
レ　
人
　持
レ　
兵
守

衞
。
女
王
國
東
　渡
レ　
海
千
餘
里
。
復
　有
レ　
國
。
皆
倭
種
。
　有
二　
侏
儒
　
。
國
一　
　在
二　
其
　
。
南
一　
人
長
三
四
尺
。
　去
二　
女
　王
一　

四
千
餘
里
。
　有
二　
裸
國
、
黑
齒
　
。
國
一　
復
　在
二　
其
東
　
。
南
一　
船
行
一
年
　可
レ　
至
參
問
倭
地
絕
　在
二　
海
中
洲
島
之
　
。
上
一　
或

絕
或
連
。
周
旋
　可
二　
五
千
餘
　
。
里
一　
景
初
二
年
六
月
。
倭
女
王
　遣
二　
大
夫
難
升
米
　等
一　
　詣
レ　
郡
。
　求
下　
　詣
二　
天
　子
一　
朝
　
。
獻
上　

太
守
劉
夏
　遣
二　
吏
　
。
將
一　
送
　詣
二　
京
　
。
都
一　
其
年
十
二
月
。
詔
書
　報
二　
倭
女
　
。
王
一　
曰
制
詔
親
魏
倭
王
卑
彌
呼
。
帶
方
太
守

劉
夏
　遣
レ　
使
　送
二　
汝
大
夫
難
升
米
、次
使
都
市
牛
　
。
利
一　
　奉
二　
汝
　所
レ　
獻
男
生
口
四
人
、女
生
口
六
人
、班
布
二
匹
二
　丈
一　

以
到
。
汝
　所
レ　
在
踰
遠
。
乃
　遣
レ　
使
貢
獻
。
是
汝
之
忠
孝
。
我
甚
　哀
レ　
汝
。
今
　以
レ　
汝
　爲
二　
親
魏
倭
　
。
王
一　
　假
二　
金
印
紫

　
。
綬
一　
裝
封
　付
二　
帶
方
大
　守
一　
假
授
。
汝
其
　綏
二　
撫
種
　
。
人
一　
勉
　爲
二　
孝
　
。
順
一　
汝
來
使
難
升
米
、牛
利
　渉
レ　
遠
。
道
路
勤
勞
。

今
　以
二　
難
升
　米
一　
　爲
二　
率
善
中
郎
　
。
將
一　
牛
利
　爲
二　
率
善
校
　
。
尉
一　
　假
二　
銀
印
青
　
。
綬
一　
引
見
勞
賜
遣
還
。
今
　以
二　
絳
地
交
龍
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錦
五
匹
、
注畧
絳
地
縐
粟
罽
十
張
、
蔳
絳
五
十
匹
、
紺
青
五
十
　
、
匹
一　
　答
二　
汝
　所
レ　
獻
貢
　
。
直
一　

特
　賜
二　
汝
紺
地
句
文
錦

三
匹
、
細
班
華
罽
五
張
、
白
絹
五
十
匹
、
金
八
兩
、
五
尺
刀
二
口
、
銅
鏡
百
枚
、
眞
珠
鉛
丹
各
五
十
　
。
斤
一　
皆
裝
封

　付
二　
難
升
米
、
牛
　
。
利
一　
還
到
錄
受
。
悉
　可
下　
以
　示
二　
汝
國
中
　
。
人
一　
　使
　上レ　　
　知
二　
國
家
　哀
　一レ　　
汝
。
故
鄭
重
　賜
二　
汝
好
　物
一　
也
。

正
始
元
年
。
太
守
弓
遵
　遣
二　
建
中
校
尉
梯
儁
　
。
等
一　
　奉
二　
證
書
印
　綬
一　
　詣
二　
倭
　
。
國
一　
　拜
二　
假
倭
　
。
王
一　
幷
　齎
レ　
詔
　賜
二　
金
帛
錦

罽
刀
鏡
采
　
。
物
一　
倭
王
　因
レ　
使
　上
レ　
表
。
　答
二　
謝
詔
　
。
恩
一　
其
四
年
。
倭
王
復
　遣
二　
使
大
夫
伊
聲
耆
掖
邪
狗
等
八
　
。
人
一　
　上
二　

獻
生
口
、
倭
錦
、
絳
青
縑
緜
衣
、
帛
布
、
丹
、
木
拊
、
短
弓
　
。
矢
一　
掖
邪
狗
等
壹
　拜
二　
率
善
中
郎
將
印
　
。
綬
一　
其
六
年
。

詔
　賜
二　
倭
難
升
米
黄
　
。
幢
一　
　付
レ　
郡
假
授
。
其
八
年
。
太
守
王
頎
　到
レ　
官
。
倭
女
王
卑
彌
呼
　與
二　
狗
奴
國
男
王
卑
彌
弓

呼
　素
一　
　不
レ　
和
。
　遣
二　
倭
載
斯
烏
越
　等
一　
　詣
レ　
郡
。
　說
二　
相
攻
撃
　
。
狀
一　
　遣
二　
塞
曹
掾
史
張
政
　
。
等
一　
因
　齎
二　
詔
書
黄
　幢
一　
　拜
二　

假
難
升
　
。
米
一　
　爲
レ　
檄
吿
喩
之
。
卑
彌
呼
以
死
。
大
　作
レ　
冢
。
徑
百
餘
歩
。
徇
葬
者
奴
婢
百
餘
人
。
更
　立
二　
男
　
。
王
一　
國

中
　不
レ　
服
。
更
相
誅
殺
。
當
時
　殺
二　
千
餘
　
。
人
一　
復
　立
二　
卑
彌
呼
宗
女
壹
與
年
十
　三
一　
　爲
レ　
王
。
國
中
遂
定
。
政
等
　以
レ　

檄
　吿
二　
喩
壹
　
。
與
一　
壹
與
　遣
二　
倭
大
夫
率
善
中
郎
將
掖
邪
狗
等
二
十
　
。
人
一　
　送
二　
政
　等
一　
還
。
因
　詣
レ　
臺
　獻
二　
上
男
女
生
口

三
十
　
。
人
一　
　貢
二　
白
珠
五
千
孔
、
青
大
句
珠
二
枚
、
異
文
雜
錦
二
十
　
。
匹
一　

こ
の
三
國
志
の
文
は
、
魚
豢
の
魏
略
に
よ
り
て
、
略
ぼ
點
竄
を
加
へ
た
る
者
な
る
が
如
し
。
蓋
し
三
國
志
、
特
に
其

の
東
北
諸
夷
に
關
す
る
記
事
は
、
多
く
魏
略
を
取
り
て
、
魚
豢
が
當
時
の
語
と
し
て
記
し
た
る
文
字
す
ら
も
改
め
ざ
る

處
あ
り
。
高
句
麗
王
傳
に
「
今
高
句
麗
王
宮
是
也
」
と
い
ひ
、「
今
古
雛
加
駁
位
居
是
也
」
と
い
ふ
が
如
き
、
卽
ち
其

例
に
し
て
、
こ
の
文
中
に
も
今
使
譯
　所
レ　
通
三
十
國
と
い
へ
る
は
、
亦
此
と
同
一
の
筆
法
な
り
。
但
だ
三
國
志
の
作
者

陳
壽
が
、
果
し
て
此
の
記
事
を
魏
略
よ
り
取
り
て
、
他
書
よ
り
取
ら
ざ
る
や
は
疑
ひ
得
ら
れ
ざ
る
に
非
ざ
る
も
、
三
國

志
の
裴
松
之
注
に
引
け
る
魏
略
の
文
、
鮮
卑
の
條
に
も
、
西
戎
の
條
に
も
、
屡
「
今
」
の
字
を
用
ゐ
た
る
例
あ
る
を
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見
、
漢
書
地
理
志
の
顏
師
古
注
に
、
此
に
掲
げ
た
る
本
文
中
、「
女
王
國
東
　渡
レ　
海
千
餘
里
。
復
　有
レ　
國
。
皆
倭
種
」

と
い
へ
る
を
引
き
て
、
之
を
魏
略
の
文
と
せ
る
を
見
れ
ば
、
此
の
疑
は
氷
釋
す
べ
し
。
旣
に
三
國
志
の
倭
人
傳
が
魏
略

よ
り
出
で
た
る
を
決
せ
ば
、
次
で
決
し
た
き
は
後
漢
書
の
倭
國
傳
も
、
同
じ
く
魏
略
よ
り
出
で
た
り
や
否
や
な
り
。
後

漢
書
の
作
者
た
る
范
曄
は
那
史
家
中
、
最
も
能
文
な
る
者
の
一
な
れ
ば
、
其
の
刪
潤
の
方
法
、
極
め
て
巧
妙
に
し
て
、

引
書
の
痕
跡
を
泯
滅
し
、
殆
ど
鉤
稽
窮
搜
に
縁
な
き
の
恨
あ
る
も
、
左
の
數
條
は
明
ら
か
に
其
馬
脚
を
露
は
せ
る
者
と

謂
ふ
べ
し
。

倭
　在
二　
韓
東
南
大
海
　
。
中
一　
　依
二　
山
　島
一　
　爲
レ　
居
。
凡
百
餘
國
。
　自
三　
武
帝
　滅
二　
朝
　
。
鮮
一　
使
譯
　通
二　
於
　漢
一　
者
。
三
十
許

國
。（
一
）

三
國
志
が
取
れ
る
魏
略
の
文
は
、
前
漢
書
地
理
志
の
「
樂
浪
海
中
　有
二　
倭
　
。
人
一　
分
　爲
二　
百
餘
　
。
國
一　
　以
二　
歳
　時
一　
來
獻
見

云
。」
と
あ
る
に
本
づ
き
た
る
に
て
、
其
の
「
舊
百
餘
國
」
と

◎舊
字
を
下
せ
る
は
、
此
が
爲
に
し
て
、
卽
ち
漢
時
を
指

し
、「
今
使
譯
　所
レ　
通
三
十
國
」
と
い
へ
る

◎今
は
魏
の
時
を
い
へ
る
な
り
。
然
る
に
范
曄
が
漢
に
通
ず
る
者
三
十
餘
國
と

せ
る
は
、
魏
略
の
文
を
改
刪
し
て
遺
漏
せ
る
な
り
。
但
し
帶
方
の
郡
名
は
漢
時
に
な
き
を
以
て
、
之
を
改
め
て
韓
と
せ

る
は
、
其
の
注
意
の
至
れ
る
處
な
れ
ど
も
、
左
の
條
の
如
き
は
、
猶
全
く
其
の
馬
脚
を
蔽
ひ
得
ざ
る
な
り
。

樂
浪
郡
徼
　去
二　
其
　國
一　
萬
二
千
里
。（
二
）

魏
略
は
女
王
國
よ
り
帶
方
郡
に
至
る
距
離
を
萬
二
千
餘
里
と
し
た
る
も
、
范
曄
は
漢
時
未
だ
有
ら
ざ
る
郡
よ
り
起

算
す
る
を
得
ざ
れ
ば
、
已
む
を
得
ず
、
漢
時
已
に
有
り
た
る
樂
浪
郡
の

◎徼
よ
り
起
算
せ
し
な
り
。
さ
れ
ど
夫
餘
が
玄
菟

の
北
千
里
と
い
ひ
、
高
句
麗
が
遼
東
の
東
千
里
と
い
ふ
、
い
づ
れ
も
其
の
郡
治
よ
り
起
算
せ
る
例
に
照
せ
ば
、
女
王
國

を
樂
浪
の
郡
徼
よ
り
起
算
せ
る
は
、
例
に
外
れ
た
る
書
法
な
り
。
云
く



10

其
地
大
較
　在
二　
會
稽
東
冶
之
　
。
東
一　
　與
二　
朱
崖
儋
　耳
一　
相
近
。
故
其
法
俗
多
同
。（
三
）

三
國
志
の
文
は
「
　所
二　
有
　無
一　
」
卽
ち
風
俗
物
産
の
儋
耳
朱
崖
と
同
じ
き
を
い
ひ
、
其
下
に
風
土
を
記
せ
る
句
を
續
け

た
る
を
、
後
漢
書
に
は
位
置
の
意
義
と
變
じ
た
り
。
是
れ
改
刪
の
際
に
起
れ
る
疎
謬
な
り
。

　有
二　
城
柵
屋
　
。
室
一　
父
母
兄
弟
　異
レ　
處
。（
四
）

三
國
志
に
は
「
城
柵
」
の
字
は
、
卑
彌
呼
の
居
處
に
關
す
る
條
に
の
み
見
え
、
人
民
一
般
の
風
俗
と
は
認
め
ら
れ
ざ

る
に
、
後
漢
書
が
其
造
語
の
嚴
整
を
主
と
し
て
、
人
民
の
屋
室
に
も
「
城
柵
」
の
字
を
添
へ
た
る
は
蛇
足
な
り
。
更
に

著
し
き
疏
謬
は
左
の
一
條
に
在
り
。
云
く

　自
二　
女
王
　國
一　
東
　度
レ　
海
千
餘
里
。
　至
二　
拘
奴
　
。
國
一　
　雖
二　
皆
倭
　
。
種
一　
而
　不
レ　
　屬
二　
女
　
。
王
一　
（
五
）

三
國
志
の
こ
の
記
事
は
、
前
に
顏
師
古
が
漢
書
の
注
を
引
け
る
に
て
も
知
ら
る
ゝ
如
く
、
魏
略
と
全
然
一
致
し
て
、

た
ゞ
女
王
國
の
東
に
復
た
國
あ
り
と
い
へ
る
の
み
に
て
、
之
を
狗
奴
國
と
は
せ
ず
。
狗
奴
國
の
記
事
は
、
女
王
境
界
の

盡
く
る
所
た
る
奴
國
の
下
に
繋
け
て
、其
南
に
在
り
と
し
た
り
。
さ
れ
ば
後
漢
書
の
改
刪
が
不
當
な
る
こ
と
は
明
ら
か

な
る
に
、
從
來
の
史
家
に
は
、
反
て
三
國
志
を
誤
と
し
て
、
後
漢
書
が
他
書
に
よ
り
て
之
を
正
し
た
り
と
思
へ
る
者
あ

り
き
。
是
れ
蓋
し
顏
師
古
が
引
け
る
魏
略
に
思
ひ
及
ば
ざ
り
し
過
な
ら
ん
。
其
他
、
後
漢
書
が
魏
略
の
文
を
割
裂
し
、

櫽
括
し
た
り
と
見
る
べ
き
字
句
は
、
次
に
辯
ず
る
數
條
を
除
く
外
、
全
篇
皆
然
り
。
中
に
も
左
の
最
後
の
一
節
、
卽
ち

　有
二　
夷
洲
及
澶
　
。
洲
一　
傳
言
秦
始
皇
　遣
二　
方
士
徐
　福
一　
　將
二　
童
男
女
數
千
　人
一　
　入
レ　
海
（
中
略
）所
在
絕
遠
。
　不
レ　
　可
二　
往

　
。
來
一　
（
六
）

の
如
き
は
、
三
國
志
の
呉
志
孫
權
傳
、
黄
龍
二
年
に
權
が
將
を
遣
し
て
海
に
浮
び
、
夷
洲
及
亶
洲
を
求
め
し
め
た
る
記

事
を
割
裂
し
て
、
此
に
附
け
た
る
者
に
て
、
こ
は
魏
略
に
本
づ
き
た
り
と
覺
え
ね
ば
、
或
は
直
ち
に
三
國
志
に
據
り
け
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ん
も
知
れ
ず
。
さ
れ
ば
此
記
事
の
本
文
と
し
て
、
三
國
志
の
據
る
べ
く
、
後
漢
書
の
據
る
に
足
ら
ざ
る
こ
と
は
、
益
す

明
白
な
り
。

但
だ
此
に
辯
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
、
左
の
一
條
な
り
。
曰
く

建
武
中
元
二
年
。
倭
奴
國
　奉
レ　
貢
朝
賀
。
使
人
自
　稱
二　
大
　
。
夫
一　
倭
國
之
極
南
界
也
。
光
武
賜
　以
二　
印
　
。
綬
一　
安
帝
永
初

元
年
。
倭
國
王
帥
升
等
　獻
二　
生
口
百
六
十
　
。
人
一　
　願
二　
請
　
。
見
一　
桓
靈
間
倭
國
大
亂
。
更
相
攻
伐
。
歷
年
　無
レ　
主
。
　有
二　

一
女
　
。
子
一　
名
　曰
二　
卑
彌
　
。
呼
一　
云
々

此
の
漢
代
に
於
る
朝
貢
の
記
事
は
、
三
國
志
に
は
漏
れ
て
後
漢
書
に
の
み
存
せ
り
。
此
だ
け
は
三
國
志
の
疏
奪
を

范
曄
が
補
ひ
た
り
と
も
言
ひ
得
べ
き
に
似
た
れ
ど
も
、
飜
つ
て
魏
略
の
書
法
を
考
ふ
れ
ば
、
鮮
卑
、
朝
鮮
、
西
戎
の
各

傳
、
皆
秦
漢
の
世
の
事
よ
り
詳
述
せ
る
を
、
三
國
志
は
漢
ま
で
の
記
事
を
剪
り
去
り
て
、
單
に
三
國
時
代
の
分
だ
け
を

存
せ
り
。
こ
は
裴
松
之
が
三
國
志
を
注
せ
る
時
、
其
の
剪
り
去
り
し
魏
略
の
文
を
補
綴
し
て
、
再
び
舊
觀
に
還
せ
る
に

よ
り
て
證
明
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
後
漢
書
の
此
條
は
、
三
國
志
に
は
據
ら
ざ
り
け
ん
も
、
魏
略
に
據
り
た
る
は
疑
ふ
べ
か

ら
ざ
る
が
如
し
。

附
記
、
此
文
中
倭
國
王
帥
升
等
と
あ
る
を
、
通
典
に
は
倭
面
土
地
王
師
升
等
に
作
れ
る
に
つ
き
て
、
菅
政
友
氏
が
考

證
は
、
其
著
漢
籍
倭
人
考
に
見
え
た
り
。
余
も
此
事
に
つ
き
て
考
へ
得
た
る
こ
と
あ
れ
ど
、
枝
葉
に
渉
ら
ん
こ
と
を

恐
れ
て
、
此
に
は
述
べ
ず
。

已
上
綜
べ
て
之
を
攷
ふ
れ
ば
、
倭
國
の
記
事
が
魏
略
の
文
を
殆
ど
其
ま
ゝ
に
取
り
用
ひ
た
る
三
國
志
に
據
る
の
正

當
な
る
こ
と
は
知
ら
る
べ
く
、
本
文
撰
擇
の
第
一
要
件
は
、
こ
ゝ
に
解
決
を
吿
げ
た
る
な
り
。

第
二
の
要
件
た
る
字
句
の
校
定
は
、
本
文
卽
ち
地
名
官
名
人
名
等
の
考
證
と
相
待
つ
て
爲
さ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
者
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多
く
、
單
獨
に
各
本
の
歧
異
を
列
擧
せ
ん
こ
と
は
、
益
少
き
を
以
て
、
後
段
に
合
併
し
て
、
此
に
は
省
略
す
る
こ
と
ゝ

し
、
今
は
た
ゞ
已
に
掲
げ
た
る
本
文
が
、
元
槧
明
修
本
を
本
と
し
て
、
一
二
、
乾
隆
殿
板
本
を
參
照
せ
る
者
な
る
こ
と

を
吿
白
す
る
に
止
む
べ
し
。
余
が
見
た
る
諸
本
の
中
に
て
は
、
大
體
に
於
て
元
槧
明
修
本
、
最
も
正
し
き
を
覺
え
た
り
。

汲
古
閣
の
十
七
史
は
、
世
に
善
本
と
稱
せ
ら
る
ゝ
者
な
る
も
、
余
が
知
れ
る
所
に
て
は
三
國
志
、
後
漢
書
等
は
、
頗
る

劣
れ
る
が
如
く
、
三
國
志
は
往
々
乾
隆
殿
板
よ
り
も
劣
り
、
後
漢
書
は
夐
か
に
元
大
徳
本
に
淵
源
せ
し
と
見
ゆ
る
寛
永

活
版
本
よ
り
惡
し
。
乾
隆
殿
板
本
は
明
の
北
監
本
に
出
で
た
れ
ば
、
此
は
重
複
し
て
擧
ぐ
る
を
要
せ
ざ
る
べ
く
、
三
國

志
の
明
南
監
本
は
馮
夢
禎
が
手
校
を
經
た
れ
ば
、
監
本
中
の
や
ゝ
善
き
も
の
と
せ
ら
る
ゝ
こ
と
、
顧
亭
林
の
日
知
錄
に

も
見
え
た
れ
ど
も
、
其
の
體
式
已
に
古
な
ら
ず
、
字
句
の
訛
奪
も
、
亦
往
々
に
し
て
あ
り
。
此
等
は
余
が
撰
擇
の
標
準

を
定
め
た
る
理
由
な
り
。

參
考
せ
る
書
中
、
太
平
御
覽
は
未
だ
宋
本
を
見
る
の
機
會
を
得
ざ
れ
ば
、
我
が
倣
宋
活

字
本
を
主
と
し
て
、
極
め
て
希
れ
に
鮑
刻
本
を
參
照
し
た
り
。
鮑
刻
本
は
明
板
本
を
宋
本
に
て
校
し
た
る
者
に
よ
り

た
る
が
、
四
夷
部
倭
國
の
條
は
、
明
板
の
粗
惡
殊
に
甚
し
く
、
鮑
刻
本
は
之
を
汲
古
閣
本
の
三
國
志
に
て
校
改
し
た

る
跡
あ
り
て
、
校
宋
本
と
し
て
取
る
べ
き
處
殆
ど
之
な
く
、
我
が
活
字
本
の
影
宋
本
を
墨
守
せ
る
に
如
か
ざ
る
な
り
。

通
典
、
册
府
元
龜
等
は
通
行
本
を
用
ゐ
た
り
。

二
、
本
文
の
記
事
に
關
す
る
我
邦
最
舊
の
見
解
　

本
文
の
記
事
を
考
證
す
る
に
つ
き
て
は
、
先
づ
日
本
書
紀
の
作
者
が
卑
彌
呼
を
何
人
と
見
た
る
か
を
知
ら
ん
こ
と

を
要
す
、
是
れ
我
邦
史
家
が
本
文
の
記
事
に
下
し
た
る
最
舊
の
批
評
と
謂
ふ
べ
き
者
な
れ
ば
な
り
。
神
功
皇
后
紀
に

左
の
記
事
あ
り
。
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三
十
九
年
。
是
歳
也
大
歳
己
未
。
魏
志
云
。
明
帝
景
初
三
年
六
月
。
倭
女
王
　遣
二　
大
夫
難
斗
米
　等
一　
　詣
レ　
郡
。

　求
下　
　詣
二　
天
　子
一　
朝
　
。
獻
上　
太
守
鄧
夏
　遣
レ　
使
將
送
　詣
二　
京
　都
一　
也
。

四
十
年
。
魏
志
云
。
正
始
元
年
。
　遣
二　
建
忠
校
尉
梯

携
　
。
等
一　
　奉
二　
詔
書
印
　
。
綬
一　
　詣
二　
倭
　國
一　
也
。

四
十
三
年
。
魏
志
云
。
正
始
四
年
。
倭
王
復
　遣
二　
使

大
夫
伊
聲
耆
掖
耶
等
約
八
　人
一　
上
獻
。

六
十
六
年
。
是
年
。
晉
武
帝
泰
初
二
年
。
晉
起
居
注
云
。
武

帝
泰
初
二
年
十
月
。
倭
女
王
　遣
二　
重
　譯
一　
貢
獻
。

此
の
記
事
に
し
て
日
本
紀
作
者
の
手
に
成
り
た
ら
ん
に
は
、
卑
彌
呼
を
神
功
皇
后
な
り
と
信
じ
た
り
と
斷
ぜ
ん
に

何
の
碍
げ
か
あ
ら
ん
。
然
る
に
近
世
の
國
學
者
の
間
に
は
、
此
等
の
細
注
あ
る
記
事
の
大
部
分
を
、
後
人
の
攙
入
に
か

ゝ
る
者
と
す
る
說
あ
り
て
、
頗
る
勢
力
あ
り
。
之
を
攙
入
と
せ
る
所
以
は
、
其
の
外
國
史
書
の
文
が
、
國
史
に
混
ず
る

こ
と
は
あ
る
ま
じ
き
事
な
り
と
い
ふ
一
種
の
尊
王
說
に
本
づ
け
る
こ
と
疑
な
き
も
、
其
の
口
實
と
す
る
所
は
、
古
本
に

之
な
し
と
い
ふ
に
在
り
。
さ
れ
ど
も
此
等
の
說
も
、
近
時
田
中
勘
兵
衞
氏
の
藏
せ
る
奈
良
朝
の
古
寫
本
と
思
は
る
ゝ

應
神
紀
斷
簡
出
づ
る
に
及
び
て
、
大
に
其
の
信
用
を
薄
弱
な
ら
し
め
た
り
。
應
神
紀
五
年
船
を
造
り
て
枯
野
と
名
づ

け
た
る
條
の
細
注
、
及
び
二
十
二
年
、「
兄
媛
者
吉
備
臣
祖
御
友
別
之
妹
也
」
と
い
へ
る
細
注
は
、
書
記
集
解
に
古
本

に
無
し
、
私
記
攙
入
せ
り
と
な
せ
る
者
な
る
に
、
古
寫
本
に
は
之
あ
り
、
此
外
に
も
集
解
に
引
け
る
古
本
の
據
る
に
足

ら
ざ
る
證
あ
れ
ば
、
同
じ
く
集
解
が
古
本
に
な
し
と
い
へ
る
神
功
紀
の
細
注
も
、
之
を
攙
入
な
り
と
見
る
べ
き
根
據
な

し
。
特
に
六
十
六
年
の
細
注
が
晉
起
居
注
を
引
き
た
る
は
、
尤
も
其
の
信
ず
べ
き
を
見
る
者
に
し
て
、
晉
起
居
注
は
藤

原
佐
世
が
日
本
國
現
在
書
目
に
も
見
え
、
古
く
我
邦
に
流
傳
せ
る
こ
と
論
な
く
、
神
功
紀
が
唐
太
宗
勅
撰
の
晉
書
を
引

か
ず
し
て
、
此
の
書
を
引
き
た
る
は
、
或
は
未
だ
晉
書
を
見
ざ
り
し
に
由
る
な
ら
ん
。
さ
れ
ば
此
の
細
注
の
古
き
こ

と
も
、
隨
て
知
ら
る
べ
し
。
日
本
紀
が
用
ひ
た
る
韓
國
の
地
名
が
往
々
三
國
志
の
三
韓
傳
中
に
在
る
地
名
と
符
合
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す
る
こ
と
も
注
意
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
應
神
紀
八
年
の
細
注
に
出
で
た
る

シ
シ
ム侵

、
同
十
六
年
の
細
注
に
出
で
た
る

ニ爾

リ
ム林

の
如
き
、
三
國
志
馬
韓
の
條
に
も
侵
、
兒
林
の
國
名
あ
り
。
神
功
紀
四
十
九
年
に
出
で
た
る
古
奚
津
は
、
同
じ

く
馬
韓
の
條
に
出
で
た
る
古
爰
國
な
る
べ
く
、
爰
は
奚
の
形
似
に
よ
り
て
訛
れ
る
な
る
べ
し
。
同
年
に
出
で
た
る

ホ
ム
キ

布
彌
、

ハ
ム半
コ古

の
地
は
、
馬
韓
傳
に
不
彌
國
、
半
國
、
狗
素
國
、
捷
盧
國
の
名
見
え
た
り
。
こ
は
三
國
志
が
不
彌

國
、
半
狗
國
、
素
捷
盧
國
と
す
べ
き
を
誤
り
て
四
國
に
分
ち
た
る
者
な
る
べ
く
、
之
を
日
本
紀
に
よ
り
て
正
す
こ
と
を

得
る
は
、
實
に
奇
と
謂
ふ
べ
し
。
凡
そ
此
等
の
地
名
は
、
韓
國
の
古
史
に
も
多
く
見
え
ず
、
見
え
た
る
も
、
兒
林
が
爾

陵
に
作
ら
る
ゝ
な
ど
、
反
て
日
本
紀
と
三
國
志
と
の
近
接
せ
る
に
似
ざ
る
を
證
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
に
、
日
本
紀
と
三
國

志
と
の
符
合
は
、
以
て
日
本
紀
の
作
者
が
、
已
に
三
國
志
若
く
は
魏
略
の
類
を
見
た
り
し
こ
と
を
推
知
す
べ
し
。
か
く

神
功
紀
の
細
注
、
並
び
に
紀
中
の
地
名
の
兩
端
に
よ
り
て
考
ふ
れ
ば
、
日
本
紀
の
作
者
が
、
卑
彌
呼
を
神
功
皇
后
と
推

定
し
て
、
其
年
代
を
も
同
時
に
置
き
た
り
し
こ
と
は
、
疑
ふ
べ
か
ら
ず
。
是
れ
實
に
我
邦
の
史
家
が
、
卑
彌
呼
の
記
事

に
對
し
て
下
せ
る
批
評
の
嚆
矢
と
い
ふ
こ
と
を
得
べ
し
。
此
の
古
き
批
評
は
、
固
よ
り
今
日
史
家
に
在
り
て
も
漫
然

看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
所
な
り
。
但
し
此
の
見
解
が
果
し
て
正
當
な
り
や
否
や
は
、
猶
ほ
別
問
題
に
屬
す
。

三
、
舊
說
に
對
す
る
異
論
　

足
利
氏
の
中
世
に
當
り
、
僧
周
鳳
あ
り
、
文
正
の
頃
、
善
隣
國
寶
記
を
著
は
し
て
、
始
め
て
倭
國
が
果
し
て
日
本
な

り
や
に
疑
を
挾
め
り
。
卽
ち
前
漢
書
地
理
志
の
樂
浪
海
中
　有
二　
倭
　
。
人
一　
　分
二　
百
餘
　
。
國
一　
と
あ
る
を
、
若
し
日
本
と
せ
ば

百
餘
國
と
す
る
は
疑
ふ
べ
し
と
い
ひ
、
魏
志
の
　在
二　
帶
方
東
南
海
　
。
中
一　
　依
二　
山
　島
一　
　爲
レ　
國
。
　度
レ　
海
千
里
。
復
　有
レ　
國
。

皆
倭
種
。
と
あ
る
を
、
若
し
日
本
と
す
る
と
き
は
、
上
に
所
謂
樂
浪
海
中
百
餘
國
と
あ
る
倭
人
は
何
れ
の
國
を
指
す
や
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と
い
ひ
、
韻
書
に
倭
を
以
て
女
王
國
の
名
と
爲
す
、
蓋
し
天
照
大
神
を
地
神
の
首
と
し
て
、
此
國
の
主
た
り
、
故
に
之

を
女
王
國
の
名
と
謂
ふ
か
、
然
る
と
き
は
凡
そ
此
國
の
人
民
は
皆
其
種
其
奴
た
る
の
み
、
但
し
海
を
度
る
こ
と
千
里
の

語
は
、
樂
浪
海
中
の
倭
と
倭
種
の
國
と
異
あ
る
に
似
た
り
、
未
だ
疑
を
決
せ
ざ
る
の
み
と
い
へ
り
。
此
れ
樂
浪
海
中
の

倭
と
、
海
を
度
る
こ
と
千
里
の
東
に
在
る
倭
種
の
國
と
、
何
れ
か
果
し
て
日
本
な
り
や
を
疑
ひ
、
幷
せ
て
女
王
の
名
が

天
照
大
神
に
本
づ
く
に
あ
ら
ざ
る
か
を
疑
へ
る
な
り
。善
隣
國
寶
記
に
此
疑
あ
る
こ
と
は
鶴
峰

戊
申
の
襲
國
僞
僭
考
に
も
摘
出
せ
り

然
る
に
元
禄
年
間
、
松
下
見
林
が
其
の
名
著
、
異
稱
日
本
傳
を
作
り
し
時
は
、
後
漢
書
、
三
國
志
の
所
謂
卑
彌
呼
を

全
く
神
功
皇
后
の
舊
說
の
ま
ゝ
に
信
じ
て
、
少
し
も
疑
ふ
所
な
き
者
の
如
く
な
り
き
。

此
の
從
來
の
定
說
を
一
轉
し
た
る
は
、
本
居
宣
長
の
馭
戎
慨
言
な
り
。
本
居
氏
は
卑
彌
呼
の
名
が
、
三
韓
な
ど
よ
り

息
長
帶
姫
尊
、
卽
ち
神
功
皇
后
を
稱
し
奉
り
し
者
な
る
こ
と
を
疑
は
ざ
る
も
、
魏
に
遣
し
た
る
使
は
、
皇
朝
の
正
使
に

あ
ら
ず
、
筑
紫
の
南
方
に
勢
力
あ
る
熊
襲
な
ど
の
類
な
り
し
者
が
、
女
王
の
赫
々
た
る
英
名
を
利
用
し
て
、
其
使
と
詐

り
て
私
に
遣
は
し
た
る
な
り
と
し
、
自
ら
卑
彌
呼
と
稱
し
て
魏
使
を
受
け
た
る
も
、
誠
は
男
兒
に
て
詐
り
て
魏
使
を
欺

け
る
な
り
と
い
へ
り
。
同
時
村
瀬
栲
亭
が
萩
苑
日
渉
に
國
號
を
論
じ
た
る
條
あ
り
て
、
猶
ほ
魏
志
の
女
王
は
神
功
皇

后
を
指
す
に
似
た
り
と
い
へ
る
程
な
る
に
、
本
居
氏
の
說
は
實
に
破
天
荒
の
思
あ
り
た
れ
ば
、
此
よ
り
後
の
史
家
は
、

皆
此
說
に
よ
り
て
、
次
第
に
潤
色
を
加
へ
た
る
が
如
し
。

鶴
峰
戊
申
に
襲
國
僞
僭
考
あ
り
、や
ま
と
叢
誌

に
出
で
た
り
本
居
氏
を
祖
述
し
て
、
更
に
一
新
說
を
出
し
、
襲
國
は
呉
太
伯
が
後
な

る
姫
姓
の
國
に
て
、
久
し
き
以
前
よ
り
王
と
僞
て
漢
に
通
じ
、
光
武
の
建
武
中
元
二
年
に
奉
貢
せ
し
も
、
安
帝
の
永

初
元
年
に
生
口
を
獻
ぜ
し
も
、
皆
此
國
な
り
、
景
行
帝
の
親
征
よ
り
後
、
數
度
の
征
伐
を
經
て
、
旣
に
主
を
失
ひ
つ
る

が
、
神
功
皇
后
の
攝
政
の
は
じ
め
よ
り
、
ひ
そ
か
に
皇
后
に
擬
し
て
、
一
女
子
を
立
て
主
と
し
て
、
畏
く
も
姫
尊
と
名
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吿
せ
つ
る
を
、
卑
彌
呼
と
は
傳
へ
た
る
さ
ま
な
り
と
い
へ
り
。
此
說
は
頗
る
世
の
學
者
を
驚
か
し
て
、
靡
然
と
し
て

之
に
從
は
し
む
る
力
あ
り
た
る
者
の
如
く
、
黑
川
春
村
の
北
史
國
號
考
に
は
、
猶
ほ
本
居
氏
の
舊
說
に
よ
り
て
、
卑
彌

呼
を
神
功
皇
后
と
し
、
筑
紫
人
の
使
譯
、
僞
り
て
朝
廷
の
と
名
吿
し
な
ら
ん
と
い
へ
る
も
、
鶴
峰
氏
の
說
の
後
の
史
家

に
奉
行
せ
ら
る
ゝ
に
は
如
か
ざ
り
き
。

明
治
以
來
の
史
家
は
、
大
體
に
於
て
鶴
峰
說
の
範
圍
を
出
で
ず
。
菅
政
友
氏
の
漢
籍
倭
人
考
、
吉
田
東
伍
氏
の
日
韓

古
史
斷
、
那
珂
通
世
氏
の
日
本
上
古
年
代
考
、
久
米
邦
武
氏
の
日
本
上
古
史
等
、
皆
一
樣
に
筑
紫
女
酋
の
說
を
取
り
、

但
だ
熊
襲
の
女
酋
と
す
る
者
と
、
筑
後
、
肥
後
あ
た
り
の
女
酋
と
す
る
者
と
の
小
差
を
存
す
る
に
過
ぎ
ず
。
久
米
、
菅

諸
氏
の
手
に
成
れ
り
と
見
ゆ
る
國
史
眼
の
若
き
、
吉
田
氏
の
日
本
地
名
辭
書
の
若
き
、
常
用
の
典
據
と
せ
ら
る
べ
き
性

質
の
書
に
す
ら
、
已
に
此
說
を
載
せ
、
久
米
氏
の
如
き
は
邪
馬
臺
の
考
證
時
代
は
旣
に
通
過
し
た
り
と
い
ふ
に
至
れ
り
。

此
等
諸
家
の
說
に
對
し
、
各
別
に
批
評
を
加
へ
ん
こ
と
は
、
煩
雜
に
し
て
且
つ
冗
漫
に
渉
る
を
兔
が
れ
ざ
る
を
恐
る

ゝ
を
以
て
、
單
に
其
の
大
意
を
述
べ
て
、
評
論
の
變
遷
を
示
し
、
而
し
て
其
說
の
可
否
は
、
必
要
な
る
限
り
、
本
文
考

證
の
際
に
道
及
ぼ
さ
ん
と
す
。

四
、
本
文
の
考
證
　

本
文
は
上
に
掲
げ
た
れ
ば
、
此
に
は
主
と
し
て
考
證
を
要
す
る
字
句
の
み
を
擧
ぐ
べ
し
。
猶
ほ
事
の
次
で
に
述
ぶ

べ
き
は
、
前
號
の
發
刊
後
、
友
人
稻
葉
岩
吉
氏
が
、
宮
内
省
圖
書
寮
に
藏
せ
ら
る
ゝ
宋
槧
本
三
國
志
を
以
て
、
余
が
錄

せ
る
本
文
を
校
正
し
、
其
の
異
同
を
吿
げ
ら
れ
し
こ
と
な
り
。
か
の
宋
本
は
市
野
迷
庵
の
舊
藏
に
し
て
、
經
籍
訪
古
誌

に
も
出
で
た
る
者
な
り
。
其
異
同
は
各
々
其
字
句
の
下
に
擧
ぐ
べ
し
。
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帶
方
　
漢
末
公
孫
氏
が
遼
東
に
據
り
た
る
時
、
置
き
た
る
郡
名
に
し
て
、
魏
が
公
孫
氏
を
亡
ぼ
せ
る
後
も
、
之
に

因
り
た
り
。
本
と
樂
浪
郡
の
縣
名
な
り
し
を
陞
せ
て
郡
と
し
た
る
に
て
、
樂
浪
の
南
、
卽
ち
今
の
韓
國
の
忠
淸
、

全
羅
二
道
の
間
に
當
る
べ
し
。
松
下
見
林
が
帶
方
會
稽
郡
名
。
今
八
閩
地
方
と
い
へ
る
は
妄
な
り
。

舊
百
餘
國
。
漢
時
　有
二　
朝
見
　
。
者
一　
今
使
譯
　所
レ　
通
三
十
國
。
　
舊
時
を
說
く
は
前
漢
地
理
志
に
據
り
、
今
と
は
魚
豢
が

魏
略
を
作
れ
る
時
を
指
す
こ
と
、已
に
前
に
言
へ
り
。
史
通
に
魏
時
京
兆
魚
豢
私
　撰
二　
魏
　
。
略
一　
事
　止
二　
明
　,

。
帝
一　
と

あ
れ
ど
も
、
三
國
志
に
引
く
所
の
魏
略
の
文
は
、
正
始
嘉
平
の
際
に
及
ぶ
者
あ
れ
ば
、
其
の
記
す
る
所
、
齊
王

芳
の
世
を
包
括
せ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。
さ
れ
ば
此
に
今
と
い
へ
る
も
、齊
王
芳
の
世
を
指
せ
る
か
。
菅
氏
が

之
を
以
て
陳
壽
が
自
ら
其
時
を
指
す
と
せ
る
は
、
高
句
麗
傳
等
の
例
を
察
せ
ざ
る
誤
な
り
。

　到
二　
其
北
岸
狗
邪
韓
　
。
國
一　

　
同
じ
魏
志
の
弁
辰
傳
中
に
弁
辰
狗
邪
國
あ
り
、吉
田
東
伍
氏
は
之
を
韓
史
の
伽
耶
、

駕
洛
、卽
ち
今
の
金
海
に
當
て
た
り
。
日
本
紀
に
あ
り
て
は
南
加
羅
に
當
る
べ
し
。
こ
ゝ
に
其
の
北
岸
と
い
へ

る
は
倭
國
の
北
岸
を
い
へ
る
な
り
。
後
漢
書
に
樂
浪
郡
徼
　去
二　
其
　國
一　
萬
二
千
里
。
　去
二　
其
西
北
界
拘
邪
韓
　國
一　

七
千
餘
里
。
と
い
へ
る
も
、二
の
其
字
は
皆
倭
國
を
指
せ
り
。
然
る
に
菅
政
友
氏
は
誤
り
て
之
を
韓
國
を
指
せ

る
者
と
し
て
、北
岸
と
い
へ
る
を
疑
へ
り
。
此
誤
は
蓋
し
當
時
狗
邪
韓
が
已
に
倭
國
に
服
屬
せ
る
こ
と
を
思
は

ざ
る
に
出
づ
。
魏
志
の
韓
傳
に
云
く
、
韓
　在
二　
帶
方
之
　
。
南
一　
東
西
　以
レ　
海
　爲
レ　
限
。
南
　與
レ　
倭
接
。
と
、
弁
辰

傳
に
其
瀆
盧
國
　與
レ　
倭
　接
レ　
界
。
と
い
へ
り
。
弁
辰
瀆
盧
國
は
吉
田
氏
之
を
今
の
陝
川
郡
に
當
て
た
る
は
よ
し
、

然
る
に
其
の
倭
と
接
界
す
と
あ
る
を
ば
、
瀆
盧
津
と
し
て
、
別
に
東
莱
府
多
太
浦
に
當
て
、
二
つ
の
瀆
盧
あ
る

が
如
く
說
き
し
は
牽
強
な
り
。
瀆
盧
は
唯
一
に
し
て
古
の
大
良
州
郡
、
日
本
紀
の
多
羅
な
る
こ
と
疑
ひ
な
し
。

若
し
韓
國
内
に
倭
の
領
土
な
く
ば
、
東
西
南
並
に
海
に
限
ら
る
べ
き
理
に
し
て
、
其
内
地
の
瀆
盧
國
が
倭
と
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接
界
す
べ
き
理
な
し
。
此
を
以
て
此
記
事
が
任
那
の
我
國
に
服
屬
せ
る
後
に
出
で
た
る
を
推
す
に
足
る
。

對
馬
國
、
一
大
國
、
末
盧
國
、
伊
都
國
、
奴
國
、
不
彌
國
　
對
馬
は
宋
本
に
對
海
に
作
れ
る
は
誤
な
り
。
一
大
國

は
本
居
氏
が
北
史
に
據
り
て
、
一
國
と
改
め
た
る
を
可
と
す
、
梁
書
も
同
じ
、
卽
ち
壹
岐
な
り
。
末
盧
を
肥

前
の
松
浦
と
し
、
伊
都
を
筑
前
の
怡
土
と
し
、
奴
を
儺
縣
、
那
津
、
不
彌
國
を
應
神
天
皇
の
誕
生
地
た
る
宇

瀰
に
當
つ
る
こ
と
は
本
居
氏
以
來
、
別
に
有
力
な
る
異
說
も
あ
ら
ざ
れ
ば
す
べ
て
之
に
從
ふ
。

南
　至
二　
投
馬
　
。
國
一　
水
行
二
十
日
。
　
之
に
は
數
說
あ
り
、本
居
氏
は
日
向
國
兒
湯
郡
に
都
萬
神
社
有
て
、續
日
本
後
記
、

三
代
實
錄
、
延
喜
式
な
ど
に
見
ゆ
、
此
所
に
て
も
あ
ら
ん
か
と
い
へ
り
。
鶴
峰
氏
は
和
名
鈔
に
筑
後
國
上
妻
郡
、

加
牟
豆
萬
、
下
妻
郡
、
准
上
と
あ
る
妻
な
る
べ
し
と
い
へ
り
。
但
し
其
の
水
行
二
十
日
を
投
馬
よ
り
邪
馬
臺
に

至
る
日
程
と
解
し
た
る
は
、
著
し
き
誤
謬
な
り
。
黑
川
氏
は
三
說
を
擧
げ
、
一
は
鶴
峰
說
に
同
じ
く
、
二
は
投

を
殺
の
譌
り
と
見
て
、
薩
摩
國
と
し
、
三
は
和
名
鈔
、
薩
摩
國
麑
島
郡
に
都
萬
郷
あ
り
て
、
聲
近
し
と
し
、
更

ら
に
投
を
敏
の
譌
り
と
し
て
ミ
ヌ
マ
と
訓
み
、三
潴
郡
と
す
る
說
を
も
擧
げ
た
る
が
何
れ
も
穩
當
な
ら
ず
と
い

へ
り
。
國
史
眼
は
設
馬
の
譌
り
と
し
て
、
卽
ち
薩
摩
な
り
と
し
、
吉
田
氏
は
之
を
取
り
て
、
更
に
和
名
鈔
の
高

城
郡
托
摩
郷
を
も
擧
げ
、菅
氏
は
本
居
氏
に
從
へ
り
。
之
を
要
す
る
に
皆
邪
馬
臺
を
筑
紫
に
求
む
る
先
入
の
見

に
出
で
、
南
至
と
い
へ
る
方
向
に
拘
束
せ
ら
れ
た
り
。
然
れ
ど
も
那
の
古
書
が
方
向
を
言
ふ
時
、
東
と
南
と

相
兼
ね
、
西
と
北
と
相
兼
ぬ
る
は
、
そ
の
常
例
と
も
い
ふ
べ
く
、
其
の
發
程
の
首
、
若
く
は
途
中
の
著
し
き

土
地
の
位
置
等
よ
り
、方
向
の
混
雜
を
生
ず
る
こ
と
も
珍
ら
し
か
ら
ず
。
後
魏
書
勿
吉
傳
に
太
魯
水
卽
ち
今
の

洮
兒
河
よ
り
勿
吉
卽
ち
今
の
松
花
江
上
流
に
至
る
に
宜
し
く
東
南
行
す
べ
き
を
東
北
行
十
八
日
と
せ
る
が
若

き
、
陸
上
に
於
け
る
す
ら
此
の
如
く
な
れ
ば
、
海
上
の
方
向
は
猶
更
誤
り
易
か
る
べ
し
。
故
に
余
は
此
の
南
を
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東
と
解
し
て
投
馬
國
を
和
名
鈔
の
周
防
國
佐
婆
郡
玉
祖
郷
多
萬
乃

於
也

に
當
て
ん
と
す
。
此
の
地
は
玉
祖
宿
禰
の

祖
た
る
玉
祖
命
、
名
天
明
玉
命
、
天
櫛
明
玉
命
を
祀
れ
る
處
に
し
て
周
防
の
一
宮
と
稱
せ
ら
れ
、
今
の
三
田

尻
の
海
港
を
控
へ
、
内
海
の
衝
要
に
當
れ
り
。
其
の
古
代
に
於
て
、
玉
作
を
職
と
せ
る
名
族
に
據
有
せ
ら
れ
て
、

五
萬
餘
戶
の
聚
落
を
爲
せ
し
こ
と
も
想
像
し
得
べ
し
。
日
向
、
薩
摩
の
如
き
僻
陬
と
も
異
り
、
筑
後
の
如
く
、

路
程
の
合
ひ
難
き
地
に
も
あ
ら
ず
、
此
れ
余
が
か
く
定
め
た
る
理
由
な
り
。

南
　至
二　
邪
馬
壹
　
。
國
一　
水
行
十
日
。
陸
行
一
月
。
　
邪
馬

◎壹
は
邪
馬

◎臺
の
訛
な
る
こ
と
、言
ふ
ま
で
も
な
し
。
梁
書
、北

史
、
隋
書
皆

◎臺
に
作
れ
り
。
本
居
氏
は
明
ら
か
に
其
地
を
指
定
せ
ざ
れ
ど
も
、
日
向
、
大
隅
地
方
と
看
做
し
た

る
べ
し
。
鶴
峯
氏
は
邪
馬
臺
は
襲
人
の
僭
稱
に
て
、お
の
れ
が
を
る
處
を
皇
都
大
和
に
擬
し
て
呼
し
も
の
な
り
、

今
も
琉
球
人
は
薩
摩
を
さ
し
て
や
ま
と
ゝ
い
ふ
な
り
、
琉
球
の
童
謠
に
、
り
ゆ
う
き
う
と
や
ま
と
が
地
つ
る
ぎ

な
ら
ば
云
々
地
つ
る
ぎ
は
地
續
を

よ
こ
な
ま
れ
る
な
り
水
行
十
日
は
、
十
日
の
上
に
二
字
を
脫
せ
る
な
り
と
い
へ
り
。
菅
氏
吉
田
氏

の
說
も
略
之
に
同
じ
く
し
て
詳
な
る
を
加
へ
、
大
隅
國
噌
唹
郡
の
中
な
る
國
府
郷
小
川
村
の
隼
人
城
、
淸
水
郷

姫
木
村
姫
木
城
あ
た
り
に
擬
し
、
星
野
恒
氏
、
久
米
氏
は
之
を
筑
紫
國
山
門
郡
に
あ
て
た
り
。
其
陸
行
一

◎月
と

あ
る
を
一

◎日
と
改
め
讀
む
こ
と
は
、
諸
說
皆
一
致
せ
り
。
然
る
に
此
の
陸
行
一

◎月
の
字
は
、
魏
略
及
び
三
國
志

よ
り
出
で
た
る
梁
書
、
北
史
を
始
め
、
太
平
御
覽
、
册
府
元
龜
、
通
志
、
文
獻
通
考
等
、
一
も
一

◎日
に
作
れ
る

者
な
け
れ
ば
、
輕
々
し
く
古
書
を
改
め
ん
こ
と
は
從
ひ
難
き
所
な
り
。
鶴
峰
氏
の
水
行
十
日
を
二
十
日
と
す

る
は
更
に
據
な
し
。
本
居
氏
の
說
の
如
く
、
い
つ
は
り
て
魏
の
使
を
受
つ
る
な
ど
は
、
菅
氏
も
兒
戲
に
等
し
と

し
、
た
と
ひ
邊
裔
な
れ
ば
と
て
、
有
る
べ
く
も
思
は
れ
ず
と
い
へ
り
。
菅
氏
は
當
時
、
漢
國
に
て
倭
と
指
し
ゝ

は
、
筑
紫
九
國
の
地
な
れ
ば
、
其
を
領
き
て
威
權
あ
り
し
者
を
倭
王
と
は
稱
へ
し
な
り
、
大
和
に
天
皇
の
坐
し
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ま
す
こ
と
は
も
と
よ
り
知
ら
ざ
り
し
さ
ま
な
り
と
い
へ
り
。
然
る
に
此
說
は
邪
馬
臺
が
筑
紫
に
在
り
し
を
證

す
る
に
は
不
十
分
な
り
。
且
つ
日
本
紀
に
よ
れ
ば
、
意
富
加
羅
國
王
の
子
、
都
怒
我
阿
羅
斯
等
が
日
本
國
に
聖

皇
あ
り
と
聞
き
て
、
歸
化
し
て
穴
門
に
到
り
し
時
、
其
國
人
伊
都
都
比
古
、
吾
は
是
國
の
王
な
り
、
吾
を
除
き

て
復
二
王
な
し
と
い
ひ
し
も
、
其
の
人
と
爲
り
を
見
て
必
ず
王
に
非
ざ
る
こ
と
を
知
れ
り
と
い
ひ
、
後
世
に
於

て
も
、
明
の
太
祖
が
僧
祖
闡
等
を
日
本
に
遣
は
せ
し
時
、
征
西
將
軍
に
抑
留
せ
ら
れ
た
れ
ど
も
、
猶
ほ
京
都
に

持
明
天
皇
あ
る
こ
と
を
知
れ
る
な
ど
よ
り
推
す
に
、魏
國
の
使
が
親
し
く
筑
紫
に
來
り
て
其
の
内
亂
に
ま
で
遭

遇
し
な
が
ら
、
大
和
の
皇
室
あ
る
こ
と
を
耳
に
だ
も
せ
ざ
る
は
有
り
得
べ
き
事
と
も
思
は
れ
ず
。
琉
球
に
て

や
ま
と
ゝ
い
へ
る
語
も
、
大
和
朝
廷
の
威
力
が
九
州
に
及
び
し
後
に
交
通
し
て
得
た
る
者
な
ら
ば
、
據
る
に
足

ら
ず
。
隋
書
及
び
北
史
に
倭
國
　都
二　
於
邪
摩
　
。
堆
一　
則
魏
志
　所
レ　
謂
邪
馬
臺
者
也
。
と
い
へ
り
。
是
れ
隋
の
時
に

は
大
和
を
以
て
邪
馬
臺
と
看
做
し
た
る
證
な
り
。
東
晉
よ
り
宋
、
齊
、
梁
の
代
に
亙
り
て
倭
王
讚
珍
濟
興
武
等

が
朝
貢
の
記
事
は
宋
梁
各
書
に
見
え
た
る
が
、
之
を
以
て
大
和
朝
廷
の
正
使
に
あ
ら
ず
し
て
、
邊
將
の
私
使
な

り
と
す
る
の
說
あ
る
も
、
其
の
上
表
文
に
よ
れ
ば
、
大
和
朝
廷
の
名
を
以
て
交
通
し
た
る
者
な
る
は
明
白
な
り
。

さ
れ
ば
梁
代
に
當
り
て
、
大
和
朝
廷
の
存
在
は
明
ら
か
に
彼
國
人
に
知
ら
れ
た
る
は
勿
論
な
る
が
、
梁
書
は
當

時
の
倭
王
を
以
て
魏
志
の
倭
王
の
後
と
し
て
疑
ふ
所
な
し
。
か
く
の
如
く
那
の
記
錄
よ
り
視
た
る
邪
馬
臺

國
は
、
之
を
大
和
朝
廷
の
所
在
地
に
擬
す
る
外
、
異
見
を
出
す
べ
き
餘
地
な
し
。
其
投
馬
國
よ
り
水
行
十
日
陸

行
一
月
と
い
へ
る
距
離
も
、
奴
國
あ
た
り
よ
り
投
馬
ま
で
の
距
離
を
水
行
二
十
日
と
算
す
る
に
比
し
て
は
、
無

理
な
り
と
せ
ず
。
當
時
七
萬
餘
戶
を
有
す
る
程
の
大
國
は
、
之
を
邊
陲
の
筑
紫
に
求
め
ん
よ
り
も
、
之
を
王

畿
の
大
和
に
求
め
ん
方
穩
當
な
る
に
似
た
り
。
此
れ
余
が
邪
馬
臺
國
を
以
て
、舊
說
の
大
和
に
復
す
べ
し
と
思
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へ
る
理
由
な
り
。
尤
も
邪
馬
臺
と
呼
べ
る
土
地
の
限
界
は
、
恐
ら
く
は
今
の
大
和
國
よ
り
は
廣
大
に
し
て
、
當

時
の
朝
廷
が
直
轄
し
た
ま
へ
る
地
方
を
包
括
す
る
な
ら
ん
。

斯
馬
國
　
本
居
氏
は
筑
前
國
志
摩
郡
か
或
は
大
隅
國
噌
唹
郡
志
摩
郷
か
な
る
べ
し
と
い
ひ
、
吉
田
氏
も
亦
以
て
櫻

島
と
す
。
余
は
之
を
志
摩
國
と
す
。
附
て
云
く
、余
が
地
名
を
考
定
す
る
方
針
は
和
名
鈔
の
郡
郷
等
に
つ
き
て

聲
音
の
類
せ
る
者
を
彙
集
し
、
其
中
に
就
き
て
地
望
に
準
じ
て
然
る
べ
き
者
を
擇
び
取
る
に
在
れ
ど
、
こ
ゝ
に

は
唯
だ
其
の
擇
び
取
れ
る
結
果
を
示
す
の
み
。
以
下
皆
此
に
倣
ふ
。

已
百
國
　
吉
田
氏
は
之
を
伊
爾
敷
と
訓
み
、薩
摩
國
麑
島
郡
伊
敷
村
に
當
て
た
り
。
余
は
之
を
石
城
と
訓
む
。
栗

田
寛
氏
の
古
風
土
記
逸
文
に
伊
勢
國
石
城
の
條
に
日
本
書
紀
私
見
聞
を
引
て
云
く
、
伊
勢
國
風
土
記
云
。
伊

勢
云
者
伊
賀
事
志
社
坐
神
。
出
雲
神
子
出
雲
建
子
命
。
名
伊
勢
都
彥
命
名
天
櫛
玉
命
。
此
神
昔
石
　造
レ　
城

　坐
二　
於
　
。
此
一　
於
是
阿
倍
志
彥
神
來
集
　不
レ　
勝
而
還
却
。
因
以
　爲
レ　
名
也
。
云
々
と
、
則
ち
此
の
石
城
な
り
。

伊
邪
國
　
吉
田
氏
は
薩
摩
國
南
北
伊
作
二
郡
と
す
。
余
は
志
摩
國
答
志
郡
な
る
伊
雜
宮
所
在
地
と
す
。
卽
ち
天
照

大
神
遙
宮
と
延
曆
儀
式
帳
、
延
喜
式
神
名
帳
等
に
い
へ
る
者
な
り
。
伊
勢
國
度
會
郡
に
も
伊
蘇
郷
あ
り
、
伊

蘇
宮
、
伊
蘇
國
は
並
び
に
倭
姫
命
世
記
に
出
で
た
り
。

郡
國
　
明
南
監
本
、
乾
隆
殿
板
本
は
並
び
に
都
に
作
れ
ど
も
、
宋
元
本
に
從
て
郡
に
作
る
べ
し
。
吉
田
氏

は
串
伎
、
卽
ち
今
の
大
隅
國
姶
羅
郡
加
治
木
郷
な
り
と
す
。
余
は
之
を
伊
勢
國
度
會
郡
棒
原
神
社
の
所
在
地

に
あ
て
ん
と
す
。
谷
川
士
淸
の
和
訓
栞
「
く
ぬ
ぎ
」
の
條
に
云
く
、
神
名
式
伊
勢
國
度
會
郡
に
棒
原
神
社
見
ゆ
、

こ
は
　ノ棒　
字
字
書
の
義
に
違
ひ
た
れ
ばク

ス
キ欅原

に
て
訓
も

◎ぬ
を

◎す
に
誤
り
た
る
也
。
社
地
今
　ノ田　
邊
郷
淺
管
村
に
在

り
萬
葉
集
に

　
　
度
會
の
大
河
の
へ
の

ワ
カ若
ク
ヌ
キ

歷
木
わ
れ
久
な
ら
ば
妹
戀
ひ
ん
か
も
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と
あ
り
。
神
名
帳
考
證
に
も
棒
は
欅
字
の
誤
也
、
久
奴
木
の
略
語
奴
木
原
也
、
長
谷
街
道
也
と
あ
り
。
和
名
鈔

に
度
會
郡
沼
木
奴木
郷
あ
り
。

彌
奴
國
　
吉
田
氏
は
薩
摩
國
日
置
郡
市
來
郷
の
湊
か
と
い
へ
り
。
余
は
之
を
美
濃
國
と
す
。

好
古
都
國
　
吉
田
氏
は
之
を
好

◎占
都
に
作
り
笠
沙
、
卽
ち
今
の
川
邊
郡
加
世
田
郷
と
す
。
余
が
見
た
る
諸
本
、
一

も
好

◎占
都
に
作
れ
る
者
な
し
。
故
に
舊
に
從
て
讀
み
、
美
濃
國
各
務
郡
、
若
く
は
方
縣
郡
を
當
つ
べ
し
。
備
前

和
氣
郡
に
香
止
加
加

止

郷
あ
り
て
聲
音
は
よ
く
通
へ
ど
も
、
地
勢
の
連
絡
な
き
を
奈
何
せ
ん
。

附
記
、松
下
見
林
の
異
稱
日
本
傳
に
は
次
有
伊
邪
國
よ
り
好
古
都
國
に
至
る
二
十
一
字
を
脫
し
た
り
。
本
居
氏

の
馭
戎
慨
言
に
も
同
數
の
字
を
脫
し
た
る
を
見
れ
ば
、
本
居
氏
は
異
稱
日
本
傳
に
よ
り
て
說
を
爲
し
、
三
國
志

の
原
本
を
も
檢
せ
ざ
り
し
こ
と
を
知
る
べ
し
、其
の
力
を
用
ひ
た
る
考
證
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
明
か
な
り
。
然
る

に
其
說
の
よ
く
後
人
を
動
か
せ
し
は
、
一
は
後
人
の
其
名
に
眩
せ
ら
れ
、
一
は
國
人
の
自
尊
心
に
投
ぜ
し
に
由

る
の
み
。

不
呼
國
　
吉
田
氏
は
薩
摩
國
日
置
郡
日
置
郷
と
す
。
余
は
伊
吹
山
の
邊
に
あ
る
伊
吹
、
卽
ち
和
名
鈔
の
美
濃
國
池

田
郡
伊
福
と
す
。
伊
福
吉
部
氏
の
占
據
せ
し
地
な
る
べ
し
。

姐
奴
國
　
本
居
氏
は
之
を
伊
豫
國
周
敷
郡
田
野
郷
と
し
、
吉
田
氏
は
訓
で
谿
と
し
、
薩
摩
國
谿
山
郡
と
す
。
是
れ

皆
◎姐

を
以
て

◎妲
と
爲
せ
る
な
り
。
然
る
に
諸
本

◎妲
に
作
る
者
な
し
。
余
は
之
を
近
江
國
高
島
郡
角
野
郷
と
す
。

津
野
神
社
あ
り
、
川
上
郷
廿
餘
村
の
産
土
神
に
し
て
、
都
奴
臣
の
祖
、
木
角
宿
禰
を
祀
る
こ
と
、
栗
田
氏
の
神

祇
志
料
に
見
え
た
り
。

對
蘇
國
　
本
居
氏
は
土
佐
を
い
ふ
か
と
い
ひ
、
吉
田
氏
は
薩
摩
國
阿
多
郡
田
布
施
郷
と
す
。
卽
ち
和
名
鈔
の
田
水

郷
な
り
。
土
佐
と
よ
む
は
、
聲
音
に
於
て
最
も
適
へ
ど
も
、
地
勢
隔
離
す
れ
ば
、
余
は
姑
ら
く
之
を
和
名
鈔
の
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近
江
國
伊
香
郡
遂
佐
郷
に
擬
す
べ
し
。

蘇
奴
國
　
吉
田
氏
は
之
を
噌
唹
卽
ち
今
の
大
隅
國
西
噌
唹
郡
と
せ
り
。
余
は
之
を
延
曆
儀
式
帳
、
倭
姫
命
世
記
に

所
謂
佐
奈
縣
な
り
と
す
。
伴
信
友
の
倭
姫
命
世
記
考
に
云
く
、
佐
奈
縣
は
古
事
記
上
卷
に
佐
那
縣
イ
セ

也

中
卷

伊
邪
川
宮
段
に
伊
勢
之
佐
那
造
、
帳
に
伊
勢
國
多
氣
郡
佐
那
神
社
と
あ
り
、
佐
那
は
今
多
氣
郡
に
佐
那
谷
と
て

一
谷
の
大
名
に
て
、
村
八
村
あ
り
と
ぞ
と
。

呼
邑
國
　
吉
田
氏
は
大
隅
國
肝
屬
郡
鹿
屋
郷
と
す
。
余
は
伊
勢
國
多
氣
郡
麻
積
乎
宇

美

郷
と
す
。
中
麻
積
公
の
祖

豐
城
入
彥
命
を
祀
れ
る
麻
積
神
社
あ
り
。
倭
姫
命
世
記
に
櫛
田
よ
り
し
て
御
船
爾　
乘
給
弖　
幸
行
、
其
河
後

江
爾　
到
坐
、
于
時
魚
自
然
集
出
天　
御
船
爾　
參
乘
　
爾
時
倭
姫
命
見
悅
給
弖　
其
處
爾　
魚
見
社
定
賜
　
と
あ
り
。
伴

氏
の
考
に
魚
見
社
は
神
名
秘
書
に
機
殿
、
儀
式
帳
云
、
魚
見
社
三
前
、
月
讀
命
、
豐
玉
彥
命
、
豐
玉
姫
と
見
え

た
り
、
延
喜
式
神
名
帳
に
も
多
氣
郡
魚
見
神
社
見
え
た
り
、
麻
積
と
關
係
あ
り
げ
に
も
見
ゆ
。

華
奴
蘇
奴
國
　
吉
田
氏
は
噌
唹
の
別
邑
今
東
噌
唹

郡
に
や

歟
と
い
へ
り
。
余
は
二
の
擬
定
地
あ
り
、
一
は
遠
江
國
磐
田
郡

鹿
苑
神
社
の
所
在
地
な
り
。
一
は
古
事
記
に
八
島
士
奴
美
神
の
子
に
布
波
能
母
遲
久
奴
須
奴
神
あ
り
、
母
遲

は
大
穴
牟
遲
神
の
牟
遲
に
等
し
く
、
貴
の
義
に
し
て
韓
語
のm

atai

上
の

義

に
當
り
、
卽
ち
不
破
の
國
主
な
り
。

久
奴
須
奴
と
い
へ
る
神
名
も
、
古
代
の
習
と
し
て
地
名
を
取
り
た
る
べ
け
れ
ば
、
之
を
華
奴
蘇
奴
に
當
て
ん
と

思
ふ
な
り
。

鬼
國
　
本
居
氏
は
肥
前
國
基
肄
郡
な
り
と
し
、
吉
田
氏
は
城
、
卽
ち
薩
摩
國
高
城
郡
な
り
と
す
。
さ
れ
ど
も
鬼
の

音
は
ク
ヰ
に
し
て
キ
に
あ
ら
ず
。
古
音
は
魁
、
傀
、
槐
等
に
近
か
る
べ
け
れ
ば
、
寧
ろ
桑
の
訓
に
あ
て
ゝ
、

尾
張
國
丹
羽
郡
大
桑
郷
か
、
美
濃
國
山
縣
郡
大
桑
郷
な
ど
に
あ
て
ん
方
穩
か
な
ら
ん
か
。

爲
吾
國
　
松
下
氏
は
イ
ガ
と
訓
み
た
れ
ば
伊
賀
に
當
て
た
る
な
ら
ん
。
本
居
氏
は
筑
後
國
生
葉
郡
に
あ
て
、
吉
田
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氏
は
可
愛
卽
ち
今
の
薩
摩
國
薩
摩
郡
高
江
郷
に
當
て
た
り
。
然
れ
ど
も
當
時
の
爲
の
音
は
ウ
ヰ
若
く
は
ウ
ワ
、

ク
ワ
な
る
べ
け
れ
ば
、
余
は
之
を
三
河
國
額
田
郡
位
賀
郷
卽
ち
今
の
岡
崎
地
方
、
若
く
は
尾
張
國
智
多
郡
番
賀

郷
に
あ
て
ん
と
す
。

鬼
奴
國
　
松
下
氏
は
キ
ノ
と
訓
み
た
れ
ば
紀
伊
國
に
當
て
た
る
な
る
べ
し
。
吉
田
氏
は
今
の
薩
摩
國
出
水
郡
阿
久

根
な
り
と
す
。
余
は
之
を
伊
勢
國
桑
名
郡
桑
名
郷
に
當
て
ん
と
す
。

邪
馬
國
　
本
居
氏
は
豐
前
國
下
毛
郡
に
山
國
あ
り
、
景
行
紀
に
八
女
縣
と
い
ふ
も
見
ゆ
る
と
い
ひ
、
吉
田
氏
も

八
女
卽
ち
今
の
筑
後
の
山
門
及
上
妻
下
妻
二
郡
な
り
と
せ
り
。
余
は
伊
勢
國
員
辨
郡
野
摩
也末
な
り
と
す
。

躬
臣
國
　
吉
田
氏
は
其
名
審
に
し
難
し
と
い
へ
ど
も
、
猶
今
の
三
潴
御
井
の
地
に
あ
た
る
と
い
へ
り
。
余
は
伊
勢

國
多
氣
郡
櫛
田
久
之

多

郷
な
り
と
す
。
倭
姫
命
世
記
に
も
御
櫛
落
し
賜
ひ
て
、櫛
田
社
、定
賜
ふ
こ
と
あ
り
、儀

式
帳
に
も
櫛
田
根
椋
の
神
御
田
奉
る
こ
と
見
え
、
神
名
帳
に
は
多
氣
郡
櫛
田
神
社
、
櫛
田
槻
本
神
社
、
大
櫛
神

社
等
あ
り
。

巴
利
國
　
吉
田
氏
は
原
、卽
ち
今
の
筑
後
國
御
原
郡
な
り
と
す
。
余
は
之
を
尾
張
國
若
く
は
播
磨
國
に
當
て
ん
と
す
。

支
惟
國
　
吉
田
氏
は
之
を
以
て
肥
前
の
基
肄
郡
と
し
た
り
。
大
和
の
附
近
に
て
は
、
之
を
紀
伊
と
も
見
る
べ
け
れ

ど
も
、
惟
の
音
ウ
ヰ
よ
り
推
せ
ば
、
寧
ろ
吉
備
に
當
て
ん
方
的
當
な
ら
ん
。

烏
奴
國
　
本
居
氏
は
周
防
國
吉
敷
郡
宇
努
郷
と
し
、
大
野
と
い
ふ
處
も
西
の
國
々
に
こ
ゝ
か
し
こ
見
え
た
り
と

い
へ
り
。
吉
田
氏
は
大
野
、
卽
ち
今
の
筑
前
の
御
笠
郡
大
野
山
な
り
と
す
。
余
は
之
を
備
後
國
安
那
郡
に
當

て
ん
と
す
。
國
造
本
紀
に
吉
備
穴
國
造
あ
り
、
孝
昭
帝
の
皇
子
天
足
彥
國
押
人
命
の
後
、
彥
國
葺
の
孫
八
千
足

尼
を
定
め
ら
れ
、
安
那
公
と
い
ふ
よ
し
も
姓
氏
錄
に
出
づ
。
景
行
紀
に
穴
海
あ
り
、
安
閑
紀
に
婀
娜
國
あ
り
、

卽
ち
安
那
、
深
津
二
郡
を
兼
ね
て
海
に
瀕
せ
る
地
な
る
こ
と
は
、
吉
田
氏
の
地
名
辭
書
に
も
見
え
た
り
。
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奴
國
　
卽
ち
前
に
出
で
た
る
と
同
じ
。

此
女
王
境
界
　所
レ　
盡
。
其
南
　有
二　
狗
奴
　
。
國
一　

　
其
南
と
は
奴
國
を
承
け
て
言
へ
る
な
り
。
菅
氏
が
之
を
汎
く
女
王
國

の
南
と
解
し
た
る
が
爲
に
、
反
て
三
國
志
を
疑
ひ
、
後
漢
書
の
恣
意
改
竄
し
て
、
　自
二　
女
王
　國
一　
東
　度
レ　
海
千
餘

里
、
　至
二　
拘
奴
　國
一　
と
い
へ
る
を
正
し
と
し
て
取
り
た
る
は
、
善
く
讀
ま
ざ
る
の
過
な
り
。
後
漢
書
の
取
る
に

足
ら
ざ
る
こ
と
は
已
に
言
へ
り
。
本
居
氏
も
後
漢
書
に
よ
り
て
、
伊
豫
國
風
早
郡
河
野
郷
を
狗
奴
國
と
し
、
吉

田
氏
も
其
誤
り
を
襲
へ
り
。
余
は
之
を
肥
後
國
菊
池
郡
城
野
郷
に
當
て
ん
と
す
。
卽
ち
奴
國
の
南
に
當
れ
る

地
な
り
。

會
稽
東
治
　
治
は
冶
の
訛
り
な
り
。
續
漢
書
郡
國
志
に
會
稽
郡
に
東
冶
縣
な
し
、
楊
守
敬
が
三
國
郡
縣
表
補
正
に

其
の
誤
脫
な
る
こ
と
を
辯
ぜ
り
。
今
の
福
州
府
治
な
り
。

　
　
　
　
以
上
地
名
を
考
證
し
畢
る
。

次
に
官
名
に
就
て
述
ぶ
べ
し
。
但
し
其
中
、
卑
狗
の
ヒ
コ
卽
ち
彥
た
り
、
卑
奴
母
離
の
ヒ
ナ
モ
リ
、
卽
ち
夷
守
た
る

が
如
き
は
、
辯
證
を
費
す
を
須
ひ
ざ
れ
ば
、
主
と
し
て
、
其
餘
從
來
未
だ
解
釋
せ
ら
れ
ざ
り
し
者
に
就
て
試
み
ん

と
す
。

爾
支
　
隋
書
、
北
史
に
擧
げ
た
る
我
國
の
官
名
に
、
伊
尼
翼
あ
り
。
黑
川
氏
は
翼
を
冀
の
訛
り
な
り
と
し
て
、
之

を
イ
ネ
キ
と
訓
み
、
卽
ち
稻
置
な
り
と
い
へ
り
。
此
の
爾
卽
ち
ニ
キ
も
同
語
の
轉
訛
と
見
る
べ
し
。

泄
謨
觚
、
柄
渠
觚
、
兕
馬
觚
　
泄
謨
觚
も
兕
馬
觚
も
み
な
シ
マ
コ
、
卽
ち
島
子
と
訓
む
べ
き
に
似
た
り
。
但
し
我

が
上
古
に
か
ゝ
る
官
名
、も
し
く
は
尊
號
あ
り
と
い
ふ
こ
と
を
聞
か
ず
。
柄
渠
觚
は
ヒ
コ
コ
卽
ち
彥
子
な
ど
ゝ

や
訓
む
べ
き
。
さ
れ
ど
此
も
亦
古
書
に
證
例
な
け
れ
ば
、
確
か
に
は
定
め
が
た
し
。
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多
模
　
タ
マ
卽
ち
玉
、魂
と
訓
む
べ
し
。
櫛
𤭖
玉
命
、櫛
明
玉
命
、天
明
玉
命
、天
太
玉
命
、豐
玉
彥
命
、
倉
稻
魂
命
、

宇
都
志
國
玉
神
な
ど
、玉
、魂
の
語
を
有
せ
る
神
名
甚
だ
多
し
。
本
居
氏
の
古
事
記
傳
に
は

ウ
カ
ノ
ミ

宇
迦
之
御

タ
マ魂

の
御
魂

を
解
し
てミ

タ
マ
オ
フ
ユ

恩
頼（ミ

タ
マ
ノ
フ
ユ

神
靈

ミ
タ
マ
ノ
フ
ユ

靈
な
ど
も
あ
り
）
萬
葉
五（
二
十
六
丁
）に

ア
ガ
ヌ
シ
ノ
ミ
タ
マ
タ
マ
ヒ
テ

阿
我
農
斯
能
美
多
麻
多
麻
比
弖

な
ど
あ
る
意
に
て
其

イ
サ
ヲ

功
徳
を
稱
へ
た
る
名
な
り
と
い
ひ

ウ
ツ
シ
ク
ニ
タ
マ

宇
都
志
國
玉
神
の
玉
は

ミ御
タ
マ靈

な
り
、カ

レ
ク
ニ

故
國

ミ御
タ
マ魂

と
云

な
り
、

カ
レ故

此
名
は
此
神
に
限
ら
ず
、

ヤ
マ
ト
オ
ホ
ク
ニ

倭
大
國

ミ
タ
マ
ノ

魂
神
、
高
　ノ市　
郡
吉
　ノ野　
大
國
栖
御
　ノ魂　
神
社
、
山
　ノ城　
國
久
　ノ世　
郡
水

　ニ主　
　ス坐　
山
　ノ背　
大
國
魂
　ノ命　
神
、
和
　ノ泉　
國
日
　ノ根　
郡
國
　ノ玉　
神
社
、
攝
津
國
東
　ノ生　
郡
生
國
　ノ魂　
神
社
、
兎
　ノ原　
郡
河
　ノ内　
國
　ノ魂　
神
社
、

伊
　ノ勢　
國
度
　ノ會　
郡
大
國
玉
比
　ノ賣　
神
社
、
度
會

ノ乃
大
國
玉
比
　ノ賣　
神
社
、
尾
　ノ張　
國
中
　ノ島　
郡
尾
　ノ張　
大
國
靈
神
社
、
遠
　ノ江　
國

磐
　ノ田　
郡
淡
　ノ海　
國
　ノ玉　
神
社
、
能
　ノ登　
國
能
　ノ登　
郡
能
　ノ登　
生
國
玉
比
　ノ古　
神
社
、
對
馬
　ツ上　
　ノ縣　
郡
　ノ島　
大
國
　ノ魂　
神
社
な
ど
、
各
其

國
處
に
經
營
の
功
徳
あ
り
し
神
を
如
此
申
し
て
祀
れ
る
な
り
、
右
の
外
に
も
國
々
に
國
　ノ玉　
神
社
、
大
國
　ノ玉　
神
社

と
云
多
し
、
皆
同
じ
と
い
へ
り
。傳
卷

九

是
に
て
大
か
た
は
釋
き
得
た
り
と
思
は
る
れ
ど
、
更
に
一
證
の
擧
ぐ
べ

き
者
あ
り
、
新
撰
龜
相
記
友
人
富
岡
謙
藏
氏
が
井
上
頼
國
博
士
の
藏
本
よ
り
傳
鈔
せ
る
者

に
よ
れ
り
井
上
本
は
吉
田
家
の
祕
書
を
寫
せ
る
者
な
り
と
云
ふ
に
今
　祭
二　
卜
部
　坊
一　
櫛
間
智
神

社
と
あ
り
て
其
の
注
に

ハ
ハ母
カ鹿
キ木

ノ
神
社
也
、
一
　ク云　
櫛
玉
命
と
あ
り
。
さ
れ
ば

マ
チ

間
智
と
い
へ
る
語
と
玉
と
い
へ

る
と
は
同
義
な
る
こ
と
を
知
る
を
得
べ
し
。
間
智
は
宇
麻
志
麻
遲
命
の
麻
遲
に
同
じ
く
、
荒
木
田
守
良
が
鹿

龜
雜
誌
富
岡
氏

藏
本

に
麻
遲
の
名
の
古
書
見
え
た
る
を
擧
げ
て
、
宇
麻
志
麻
遲
命
の
外
に
神
名
帳
の
遠
江
國
佐
野

郡
コ
ト
ノ
マ
チ

己
等
能
麻
知
神
社
、
近
江
國
高
島
郡
麻
知
神
社
、
及
び
中
臣
壽
詞
に
麻
知
波　
弱
韮
仁　
由
都
篁
生
出
牟　
と
あ
る

を
引
き
、
其
の
釋
義
は
明
か
な
ら
ず
と
い
へ
り
。
意
ふ
に
是
れ
亦
大
名
持
、
大
穴
牟
遲
、
大
己
貴
の
持
、
牟
遲
、

貴
及
び
神
功
紀
五
年
に
見
え
た
る
新
羅
人
、
富
羅
母
智
の
母
智
と
同
じ
く
、
韓
語
に
て
は
上
の
義
な
る
こ
と
、

此
の
富
羅
母
智
に
當
る
べ
き
人
を
、
三
國
史
記
に
は
朴
堤
上
と
し
、
三
國
遺
事
に
は
金
堤
上
と
し
、
い
づ
れ
も
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母
智
が
上
の
義
な
る
こ
と
を
推
す
に
足
る
が
上
に
、
訓
蒙
字
會
に
は
上
をm

atai

と
訓
じ
、
恰
か
も
我
が
古

書
が
貴
を
ム
チ
と
訓
む
に
當
れ
る
に
徴
し
て
も
知
る
を
得
べ
く
、
か
く
て
タ
マ
卽
ち
多
模
も
亦
上
、
貴
の
義
に

て
地
方
君
長
の
尊
稱
と
解
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。
本
居
氏
が
布
刀
玉
命
を
釋
し
て
、特
に
玉
を
手
向
の
義
と
し

た
る
は
、
穿
鑿
に
過
ぎ
た
り
。古
事
記

傳
八

彌
彌
、
彌
彌
那
利
　
彌
彌
は
天
忍
穗
耳
、
神
八
井
耳
、
手
研
耳
な
ど
の
耳
と
同
じ
か
る
べ
し
。
古
事
記
傳
卷
七
に
、

天
忍
穗
耳
命
の
名
義
を
釋
し
て
、耳
は
尊
稱
な
り（
耳
字
は
も
と
よ
り
借
字
）下
に

フ布
テ帝

　ミ
ミ
ノ

耳　
神
と
云
あ
り
、

神
武
天
皇
の
御
子
た
ち
に

ナ
ニ
ミ
ミ

某
耳
と
申
す
多
く
、
其
外
の
人
名
に
も
多
か
る
、
皆
同
じ
こ
と
な
り
中略
さ
て
耳
て

ふ
尊
稱
の
意
は
、
美
は
比
に
通
ひ
て
、
か
の

ム
ス
ビ

産
靈
な
ど
の

ヒ靈
な
る
を

ヒ
ヒ

靈
々
と
重
ね
た
る
も
の
な
り
、
開
化
天
皇

の
大
御
名

オ
ホ大
ヒ毘ヾ
ノ々

命
と
申
す
是
な
り
、
此
を
書
紀
に
は

フ
ト太
ヒ日ヾ
ノ々

尊
と
あ
り
て
、
垂
仁
卷
に

フ
ト
ミ
ミ

太
耳
と
云
ふ
　ノ人　
名
も

あ
る
を
以
て

ヒ日ヾ
々
と

ミ耳ヽ
と
同
じ
き
こ
と
を
知
る
べ
し
、
　ノ明　
　ノ宮　
段
な
る

マ
ヘ前
ツ津
ミ見

て
ふ
人
名
を
、
書
紀
に
は

マ
ヘ前
ツ津

ミ耳ヽ
と
あ
る
（
水
　ノ垣　
　ノ宮　
段
に
、

ス
エ陶
ツ津
ミ耳ヽ

と
あ
る
を
、
舊
事
記
に
は

オ
ホ
ス
ヱ
ツ
ミ

大
陶
祇
と
云
ふ
も
、
據
あ
る
な
る
べ
し
）
を

以
て

ミ耳ヽ
と
云
は

ミ美
を
二
つ
重
ね
た
る
に
て
、
見
と
云
は
、
其
を
一
つ
略
け
る
も
の
な
る
こ
と
を
知
べ
し
云
々
と

あ
り
。
此
に
て
彌
彌
の
義
は
明
ら
か
な
り
。
彌
彌
那
利
は
我
が
古
書
に
其
語
見
え
ず
。
景
行
紀
十
二
年
に
、御

木
川
上
に
居
れ
る
賊
を

ミ
ヽ
タ
リ

耳
垂
と
い
ふ
こ
と
見
え
た
り
。
音
や
ゝ
近
し
。
但
し
紀
の
文
に
て
は

ハ
ナ
タ
リ

鼻
垂
と
い
へ
る

賊
と
相
幷
べ
て
出
で
た
れ
ば
、
地
方
君
長
の
尊
稱
と
も
見
え
ざ
れ
ど
も
、
傳
說
の
混
入
多
き
古
記
に
は
、
彌
彌

那
利
の
尊
稱
を
種
と
し
て
、
耳
垂
、
鼻
垂
の
說
話
を
生
出
さ
ず
と
も
限
ら
ざ
れ
ば
、
姑
ら
く
此
に
擧
げ
て
參
考

と
す
る
の
み
。

伊
支
馬
、
彌
馬
升
、
彌
馬
獲
支
、
奴
佳
鞮
　
梁
書
及
び
南
史
に
は
彌
馬
升
な
し
、蓋
し
脫
落
な
ら
ん
。
宋
本
太
平
御
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覽
近
ご
ろ
友
人
稻
葉
氏
を
煩
は
し
て
仿
宋
活
字
本
御
覽
を
圖
書
寮
の
宋
槧
本
に
對
校
せ
る
に
四
夷
部
の
倭
國
の
記
事
中
三
國
志

を
引
け
る
者
は
全
く
相
同
じ
き
由
を
報
ぜ
ら
れ
た
り
。
因
て
以
後
は
皆
宋
本
と
し
て
引
用
せ
り
。
附
記
し
て
稻
葉
氏
に
深
謝
す

に
は
彌
馬
升
を
彌
馬
叔
に
作
れ
り
、是
れ
叔
を
古
寫
本
な
ど
に
に
作
る
よ
り
生
ぜ
し
異
同
な
る
べ
し
。
今
い

づ
れ
を
正
し
と
も
決
し
難
け
れ
ど
も
、
二
字
の
音
も
相
遠
か
ら
ざ
れ
ば
、
い
づ
れ
を
取
ら
ん
も
妨
げ
な
き
に
似

た
り
。
此
の
四
の
官
名
は
邪
馬
臺
國
の
も
の
な
れ
ば
、
此
の
記
事
考
定
の
資
料
と
し
て
は
、
最
も
重
要
な
る
者

な
り
。
凡
そ
此
の
倭
人
傳
の
官
名
考
定
は
從
來
史
家
の
甚
だ
等
間
に
付
せ
し
所
な
る
が
、
余
は
最
も
之
に
注

意
し
、
明
ら
さ
ま
に
言
へ
ば
、
先
づ
此
の
四
の
官
名
を
考
へ
得
た
る
に
よ
り
て
本
傳
考
定
の
鍵
を
得
た
る
な

り
。
第
一
の
伊
馬
と
い
へ
る
語
に
は
、
神
名
帳
に
は
大
和
國
平
群
郡
に

イ
コ
マ
ニ
マ
ス

往
馬
坐

イ
コ
マ
ツ
ヒ

伊
古
麻
都
比
　コ
ノ古　

神
社
二
座

あ
り
、
栗
田
氏
の
神
祇
志
料
に
、
北
山
鈔
を
引
て
、
凡
大
甞
祭
膽
駒
社
の
神
部
を
し
て
火
鑽
木
を
奉
ら
し
む
と

い
ひ
、
神
名
帳
頭
注
を
引
き
、
卜
部
龜
卜
次
第
奧
書
を
參
し
て
、
卜
部
氏
此
神
を
祭
て
、
龜
卜

ヒ火
キ
リ燧
キ木

ノ

神
と
云
と
い
へ
り
。
新
撰
龜
相
記
に
も
　祭
二　
卜
部
　坊
一　
行
馬
社
一
名
膽
駒
社
在
火
燧
木

神
也
大
和
國
平
群
郡

と
あ
り
。
さ
れ
ば
此
神

を
祭
る
卜
部
の
官
氏
を
指
し
て
伊
馬
と
せ
る
か
、
此
れ
一
說
な
り
。
垂
仁
天
皇
の
御
名
を
活
目
入
彥
五

十
狹
茅
天
皇
記
に
は
伊
久
米
伊

理
毘
古
伊
佐
知
命
と
申
し
奉
れ
り
。
我
が
上
古
の
制
度
に
は
御
名
代
と
い
ふ
こ
と
あ
り
て
、
景
行

天
皇
の
世
に
日
本
武
尊
の
功
名
を
錄
せ
ん
が
爲
に
武
部
を
定
め
賜
ひ
し
こ
と
書
紀
に
見
ゆ
。
御
名
代
と
幷
び

行
は
れ
し
御
子
代
の
制
度
は
、
垂
仁
天
皇
の
世
に
御
子
伊
登
志
和
氣
王
、
子
な
き
に
因
て
、
子
代
と
し
て
伊
登

志
部
を
定
め
た
る
こ
と
は
古
事
記
に
出
で
た
れ
ば
、
此
の
二
樣
の
制
は
、
其
の
起
源
更
に
記
錄
に
見
え
た
る
よ

り
も
古
か
る
べ
し
。
記
紀
等
に
は
垂
仁
天
皇
の
御
名
代
を
定
め
ら
れ
た
り
と
の
事
實
見
え
ざ
れ
ど
も
、
當
時

の
制
度
よ
り
し
て
言
へ
ば
、
有
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
に
あ
ら
ず
、
こ
の
伊
馬
は
或
は
垂
仁
天
皇
の
御
名
代

な
ら
ん
も
知
れ
ず
と
思
は
る
ゝ
こ
と
、
此
れ
一
說
な
り
。
書
紀
に
は
、
大
伴
氏
が
率
ゐ
る

ク來
メ目
ベ
ノ部

遠
祖
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ア
メ
ノ
ク
シ
ツ
オ
ホ
ク
メ

天
槵
津
大
來
目
と
い
ひ
、
大
來
目
部
と
い
へ
る
あ
り
、
記
に
は
久
米
直
等
の
祖

ア
マ天
ツ津
ク久

　メ
ノ米　
命
あ
り
、
本
居
氏
は

其
の
大
伴
氏
に
屬
せ
り
や
否
や
に
就
き
て
議
論
あ
れ
ど
も
、
要
す
る
に
其
上
古
に
於
て
、
大
な
る
官
氏
た
り
し

こ
と
は
疑
ひ
な
し
。
伊
久
米
と
い
ふ
は
伊
久
久
米
の
省
略
に
て
も
あ
ら
ん
か
。

イ
ク

伊
久
は

イ
カ

伊
香
、イ

カ嚴
な
ど
ゝ
同
じ

く
蒙
古
語
のy

eke

に
通
ひ
て
、
大
の
義
な
る
べ
け
れ
ば
、
伊
久
米
も
大
來
目
も
同
義
な
り
と
い
ふ
こ
と
を
得

べ
し
。
活
目
入
彥
の
入
は
親
み
愛
み
て
云
る
稱
な
る
こ
と
、
本
居
氏
の
說
の
如
く
、
孝
徳
紀
二
年
に
見
え
た

る
子
　ノ代　
入
部
、
御
　ノ名　
入
部
の
事
な
ど
を
參
し
、
垂
仁
天
皇
の
來
目
の
高
宮
に
坐
せ
し
こ
と
ど
も
を
取
綜
べ
て
考

ふ
れ
ば
、大
來
目
部
と
此
の
天
皇
と
は
何
等
か
の
關
係
な
く
ん
ば
あ
ら
ざ
る
に
似
た
り
。
さ
れ
ば
伊
馬
の
官

名
を
、大
來
目
部
と
垂
仁
天
皇
の
御
名
代
と
兩
樣
に
縁
あ
り
と
考
へ
ん
こ
と
も
不
可
な
か
る
べ
し
。
次
に
彌
馬

升
と
彌
馬
獲
と
は
、
相
似
た
る
官
名
な
れ
ば
、
一
併
に
說
く
を
便
と
せ
ん
か
。
上
の
垂
仁
天
皇
の
御
名
代
と

い
ふ
事
に
考
へ
合
す
べ
き
は
、崇
神
天
皇
の
御
名
を
紀
に
御
間
城
入
彥
五
十
瓊
殖
天
皇
と
申
し
奉
る
こ
と
な
り
。

記
に
は
御
眞
木
入
日

子
印
惠
命
と
あ
り

此
外
に
も
孝
昭
天
皇
を
紀
に
觀
松
彥
香
殖
稻
天
皇
記
に
は
御
眞
津
日
子

訶
惠
志
泥
命
と
あ
り
と
申
し
奉
る
も
、
幷

び
に
彌
馬
と
い
へ
る
地
名
と
覺
し
き
を
冠
し
た
り
。
國
造
本
紀
に
は
長
國
造
の
條
に
志
　ノ賀　
高
穴
　ノ穗　
朝
御
　ニ
。
世　
觀

松
彥
色
止
命
九
世
孫
韓
背
足
尼
　定
二　
賜
國
　
。
造
一　
と
あ
り
。
此
の
長
は
阿
波
國
那
賀
郡
な
る
べ
き
が
上
に
、
此
國

に
は
美
馬
郡
と
い
ふ
も
あ
り
、
神
名
帳
に
は
此
國
名
方
郡
に
御
間
都
比
古
神
社
あ
り
て
、
栗
田
氏
は
卽
ち
觀

松
彥
色
止
命
を
祀
る
と
せ
り
。
播
磨
風
土
記
に
も
大
三
間
津
日
子
命
及
彌
麻
都
比
命
の
御
名
見
え
た
る
が
、

栗
田
氏
の
標
註
に
は
大
三
間
津
日
子
は
卽
ち
孝
昭
天
皇
な
ら
ん
と
い
へ
り
。
此
等
の
種
々
の
ミ
マ
ツ
ヒ
コ
を
い

か
に
し
て
歸
一
す
べ
き
か
は
、
今
の
急
と
す
る
所
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
其
の
何
れ
も
孝
昭
天
皇
に
縁
あ
り
げ
に

見
ゆ
れ
ば
、
彌
馬
升
を
此
天
皇
の
御
名
代
、
御
名
入
部
の
類
と
解
し
、
彌
馬
獲
を
崇
神
天
皇
の
御
名
代
、
御
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名
入
部
の
類
と
解
せ
ん
と
す
。
上
古
に
於
い
て
族
裔
の
榮
え
た
る
皇
別
の
中
に
て
は
、孝
昭
天
皇
の
皇
子
天
足

彥
國
押
人
命
の
後
、
崇
神
天
皇
の
皇
子
、
豐
城
入
彥
命
の
後
な
ど
著
し
き
者
な
れ
ば
、
此
の
推
定
は
甚
し
き
牽

強
に
は
陷
ら
ざ
る
べ
し
。
次
は
奴
佳
鞮
な
り
、
中
臣
氏
が
上
古
に
在
て
強
大
な
る
官
氏
た
る
こ
と
は
、
證
例
を

擧
ぐ
る
ま
で
も
な
し
。
此
外
に
も
中
跡
直
と
い
ふ
あ
り
、
栗
田
氏
の
國
造
族
類
考
に
、
中
跡
直
は
舊
事
紀
に
天

椹
野
命
中
跡
直
等
祖
と
あ
り
、中
跡
は
和
名
鈔
伊
勢
國
河
曲
郡
中
跡
奈
加

止

郷
、東
鑑
紀
に
中
跡
庄
、神
名
式
に

奈
加
等
神
社
あ
る
地
に
起
れ
る
氏
な
り
、
上
に
云
る
中
臣
伊
勢
連
、
中
臣
伊
勢
朝
臣
の
中
臣
は
、
卽
ち
中
跡
に

て
、
此
に
起
れ
り
、
神
名
帳
桑
名
郡
中
臣
社
あ
り
、
此
氏
神
な
ら
ん
と
あ
り
。
奴
佳
鞮
が
天
兒
屋
根
命
の
裔
た

る
中
臣
連
な
る
と
、
此
の
中
跡
直
等
な
る
と
は
、
必
ず
し
も
問
は
ず
、
中
臣
も
し
く
は
、
中
跡
の
對
音
と
見
る

べ
き
は
疑
な
し
。
若
し
果
し
て
邪
馬
臺
を
九
州
地
方
に
擬
定
せ
ん
に
は
、此
の
四
の
官
名
を
い
か
に
解
す
べ
き

か
。
此
の
四
の
官
名
の
擬
定
は
、
本
傳
の
主
な
る
人
物
た
る
卑
彌
呼
の
何
人
た
る
か
を
推
定
す
る
に
も
、
極

め
て
有
力
な
る
資
料
た
る
こ
と
、
下
文
を
見
て
知
る
べ
し
。

狗
古
智
卑
狗
　
汲
古
閣
本
に

◎智
を

◎制
に
作
る
は
誤
れ
り
。
宋
本
三
國
志
、
宋
本
太
平
御
覽
、
皆
智
に
作
れ
ば
宜
し

く
之
に
從
ふ
べ
し
。
狗
古
智
は
卽
ち
肥
後
國
菊
池
郡
に
し
て
菊
池
の
古
音
は
久
々
智
な
り
。
菊
池
彥
は
城
野

郷
卽
ち
狗
奴
國
に
在
る
右
族
に
し
て
、
熊
襲
に
屬
す
る
者
な
る
べ
し
。

　
　
　
以
上
官
名
を
考
證
し
畢
る
。

次
に
人
名
を
考
證
せ
ん
に
、
其
の
主
な
る
者
は
卽
ち

卑
彌
呼
　
な
り
。
余
は
之
を
以
て
倭
姫
命
に
擬
定
す
。
其
故
は
前
に
擧
げ
た
る
官
名
に
伊
馬
、
彌
馬
獲
あ
る

に
よ
り
て
、
其
の
崇
神
、
垂
仁
二
朝
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ざ
る
べ
き
こ
と
を
知
る
、
一
な
り
。
　事
二　
鬼
　
。
道
一　
能

　惑
レ　
衆
。
と
い
へ
る
は
、
垂
仁
紀
廿
五
年
の
記
事
並
に
其
の
細
註
、
延
曆
儀
式
帳
、
倭
姫
命
世
記
等
の
所
傳
を
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綜
合
し
て
、
最
も
此
命
の
行
事
に
適
當
せ
る
を
見
る
。
其
の
天
照
大
神
の
教
に
隨
て
、
大
和
よ
り
近
江
、
美
濃
、

伊
勢
諸
國
を
遍
歷
し
、倭
姫
世
記
に
よ
れ
ば
尾
張
丹
波

紀
伊
吉
備
に
も
及
び
し
が
如
し
到
る
處
に
其
の
土
豪
よ
り
神
戶
、
神
田
、
神
地
を
徴
し
て
神

領
と
せ
る
は
、
神
道
設
教
の
上
古
を
離
る
ゝ
こ
と
久
し
き
魏
人
よ
り
鬼
道
を
以
て
衆
を
惑
は
す
と
見
え
し
も
、

怪
し
む
に
足
ら
ざ
る
べ
し
、
二
な
り
。
余
が
邪
馬
臺
の
旁
國
の
地
名
を
擬
定
せ
る
は
、
固
よ
り
務
め
て
大
和
の

附
近
に
し
て
、
倭
姫
命
が
遍
歷
せ
る
地
方
よ
り
選
び
出
し
た
れ
ど
も
、
其
の
多
數
が
甚
し
き
附
會
に
陷
ら
ず

し
て
、
伊
勢
を
基
點
と
せ
る
地
方
に
限
定
す
る
こ
と
を
得
た
る
は
、
一
證
と
す
べ
し
、
三
な
り
。
年
已
長

大
。
　無
二　
夫
　
。
婿
一　
と
い
へ
る
は
、
最
も
倭
姫
命
に
適
當
せ
る
こ
と
、
神
功
皇
后
と
す
る
の
事
實
に
違
へ
る
比
に

あ
ら
ず
、
四
な
り
。
　有
二　
男
　
、
弟
一　
佐
　治
レ　
國
と
い
へ
る
は
、
景
行
天
皇
を
指
し
奉
る
者
な
る
べ
し
。
國
史
に
よ

れ
ば
、
天
皇
は
倭
姫
命
の
兄
に
坐
せ
ど
も
、
外
人
の
記
事
に
是
程
の
相
違
は
有
り
得
べ
し
。
此
の
記
事
に
よ
り

て
も
、
國
政
は
天
皇
の
御
手
中
に
在
り
て
、
命
は
專
ら
神
事
を
掌
り
た
ま
ひ
し
趣
は
知
ら
る
べ
く
、
た
ゞ
其
の

勢
威
の
あ
ま
り
に
薫
灼
た
る
に
よ
り
て
、誤
り
て
命
を
女
王
な
り
と
思
ひ
し
な
ら
ん
。
命
の
勢
威
盛
ん
な
り
し

は
、
日
本
武
尊
の
東
征
に
當
り
て
、
必
ず
之
に
謁
し
、
其
の
凱
旋
に
當
り
て
も
、
俘
虜
を
神
宮
に
獻
つ
り
し
事

な
ど
を
見
て
知
る
べ
く
、
特
に
其
の
天
照
大
神
を
奉
じ
て
、
神
領
を
諸
國
に
徴
す
る
は
、
一
種
の
宗
教
的
領
土

擴
張
に
し
て
、
其
の
成
功
は
武
力
を
用
ひ
た
る
四
道
將
軍
に
も
比
す
べ
け
れ
ば
、
外
國
人
が
女
王
と
思
ひ
し
も

故
な
し
と
せ
ず
、
五
な
り
。
　以
二　
婢
千
　人
一　
自
侍
。
と
い
へ
る
、
數
の
過
多
な
る
は
い
か
ゞ
と
思
へ
ど
、
天
見
通

命
の
孫
に
八
佐
加
刀
部
が
兒
、宇
太
乃
大
禰
奈
と
い
ふ
童
女
な
ど
の
御
供
に
仕
へ
た
る
こ
と
は
倭
姫
世
記
に

見
え
、
唯
　有
二　
男
子
一
　人
一　
隋
書
及
び
北
史
に

は
二
人
に
作
る

　給
二　
飮
　食
一　
。
　傳
レ　
辭
出
入
。
と
い
へ
る
も
、倭
姫
世
記
に
見
え
た

る
大
若
子
命
が
其
弟
乙
若
子
命
を
、
建
日
方
命
が
弟
、
伊
爾
方
命
を
舍
人
と
せ
し
こ
と
な
ど
に
も
思
ひ
合
す
べ
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し
、
六
な
り
。
其
餘
は
下
に
出
づ
る
人
名
の
考
證
に
よ
り
て
、
益
々
明
な
る
べ
し
。
卑
彌
呼
の
語
解
は
本
居
氏

が
姫
兒
の
義
と
し
、
神
代
卷
に

ヒ火
ノ
ト

之
戶

バ
タ幡
ヒ
メ姫
コ兒
チ千ヽ

々
　ヒ
メ
ノ

姫　
命
、
ま
た

ヨ
ロ
ヅ
ハ
タ
ヒ
メ
コ
タ
マ
ヨ
リ

萬
幡
姫
兒
玉
依
　ヒ
メ
ノ

姫　
命
な
ど
あ
る
姫
兒
に

同
じ
と
あ
る
に
従
ふ
べ
く
、
彌
を
メ
と
訓
む
例
は
黑
川
氏
の
北
史
國
號
考
に
上
宮
聖
徳
法
王
帝
說
、
繍
張
文
の

キ
タ
シ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト

吉
多
斯
比
彌
乃
彌
己
等
、
ま
た

ト
ヨ
ミ
ケ
カ
シ
キ
ヤ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト

等
已
彌
居
加
斯
移
比
彌
乃
彌
己
等
、
註
ニ
云

　
　
　
彌
字
或
　當
二　
賣
　音
一　
也
。
と
あ
る

を
引
け
る
な
ど
に
從
ふ
べ
し
。

難
升
米
　
雜
誌
「
文
」
第
一
卷
第
十
二
號
、
橘
良
平
氏
の
日
本
紀
元
考
槪
略
に
「
垂
仁
天
皇
ノ
末
年
ニ
田
道
間
守
、

常
世
（
遠
國
ノ
稱
）
ノ
國
ニ
使
シ
、
景
行
天
皇
ノ
元
年
ニ
至
テ
歸
朝
セ
リ
、
魏
志
此
事
ヲ
記
シ
テ
曰
ク
、
景
初

二
年
六
月
倭
女
王
　遣
二　
大
夫
難
升
米
　等
一　
　詣
レ　
郡
　求
下　
　詣
二　
天
　子
一　
朝
　
。
獻
上　
倭
女
王
ハ
倭
奴
王
ノ
誤
ニ
シ
テ
、
難
升

米
は
田
道
間
守
ヲ
訛
レ
ル
ナ
リ
」
と
あ
り
、
倭
女
王
を
倭
奴
王
と
す
る
は
、
殆
ど
取
る
に
足
ら
ざ
る
も
、
田
道

間
守
を
難
升
米
と
す
る
は
從
ふ
べ
し
。
紀
に
よ
れ
ば
田
道
間
守
は
垂
仁
天
皇
の
崩
じ
給
ひ
し
翌
年
、常
世
國
よ

り
至
り
、
往
來
の
間
、
十
年
を
經
た
り
と
あ
り
。
倭
人
傳
に
よ
れ
ば
難
升
米
が
景
初
三
年
二
年
と
あ
る
は
誤

な
り
說
下
に
見
ゆ
に

始
め
て
使
を
奉
じ
、
魏
に
赴
き
し
よ
り
、
中
間
歸
國
の
事
明
ら
か
な
ら
ず
、
其
の
確
か
に
歸
り
し
は
正
始
八
年

以
後
、
魏
の
使
張
政
等
と
偕
に
せ
し
時
に
在
り
、
而
し
て
其
時
卑
彌
呼

ス
デ以

に
死
せ
り
と
あ
り
、
其
の
往
來
に
九

年
乃
至
十
年
を
費
せ
る
は
明
か
な
り
。
一
は
垂
仁
天
皇
と
し
、
一
は
倭
姫
命
と
す
る
の
差
は
あ
れ
ど
も
、
使
者

の
境
遇
は
略
ぼ
相
似
た
り
。

伊
聲
耆
掖
邪
狗
　
倭
人
傳
に
此
人
名
を
出
す
こ
と
三
處
な
る
が
其
の
始
め
て
出
せ
る
時
の
み
伊
聲
耆
掖
邪
狗
と
あ

り
て
、
後
の
二
處
は
、
單
に
掖
邪
狗
と
の
み
あ
り
て
、
伊
聲
耆
の
字
な
し
。
按
ず
る
に
伊
聲
耆
の
音
は
、
イ
、

サ
ン
、
ガ
と
訓
む
べ
く
、
掖
邪
狗
も
亦
イ
、
サ
、
カ
と
訓
む
べ
し
、
蓋
し
魏
人
が
同
一
の
人
を
兩
樣
の
對
音
に
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て
記
せ
る
者
が
、
一
は
重
複
し
て
記
さ
れ
、
一
は
單
に
一
方
の
み
記
さ
れ
た
る
な
ら
ん
。
神
名
帳
に
出
雲
國
出

雲
郡
阿
須
伎
神
社
同
社
神

◎
◎
◎

伊
佐
我
神
社
あ
り
、
同
郡
に
伊
佐
波
神
社
、
伊
佐
賀
神
社
あ
り
、
栗
田
氏
の
神
祇

志
料
に
皆
出
雲
國
造
の
祖
、天
夷
鳥
命
の
子
伊
佐
我
命
を
祀
る
と
せ
り
。
此
神
果
し
て
天
穗
日
命
の
孫
な
ら
ん

に
は
、
年
代
合
は
ざ
る
の
嫌
あ
れ
ど
、
出
雲
國
造
系
圖
、
中
臣
系
圖
、
舊
事
紀
の
天
孫
本
紀
、
物
部
、
尾
張
二

氏
の
系
圖
す
べ
て
帝
系
に
比
し
て
は
、
太
だ
世
數
の
少
き
を
常
と
す
れ
ば
、
伊
佐
我
命
の
年
代
も
必
ず
し
も
天

穗
日
命
を
標
準
と
す
べ
か
ら
ず
。
且
つ
も
し
其
名
に
し
て
居
地
な
ど
に
取
り
た
ら
ん
に
は
、か
の
命
の
後
裔
が

其
名
を
襲
用
せ
り
と
も
見
る
こ
と
を
得
べ
し
。
因
て
姑
ら
く
伊
聲
耆
、
卽
ち
掖
邪
狗
を
以
て
此
命
に
擬
す
。

都
市
牛
利
　
此
の
人
名
に
就
て
は
、
一
は
田
道
間
守
に
縁
あ
る
者
と
し
て
解
す
る
こ
と
を
も
得
べ
く
、
一
は
伊

佐
我
命
に
縁
あ
る
者
と
し
て
も
解
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。
故
に
上
の
二
者
の
後
に
出
し
た
り
。
田
道
間
守
に

縁
あ
る
者
と
し
て
は
、

ヅ
シ

都
市
を
出
石
に
擬
す
る
こ
と
な
り
。
和
名
鈔
に
淡
路
國
津
名
郡
都
志
豆之
郷
あ
り
、
此

島
は
天
日
槍
命
に
縁
あ
れ
ば
、此
の
都
志
も
但
馬
の
出
石
に
縁
あ
り
て
イ
ヅ
シ
の
省
略
な
る
べ
し
と
の
說
あ
り
。

ゴ
リ

牛
利
は

ゴ
リ心

の
義
な
り
。
舊
事
紀
天
孫
本
紀
に

イ
ヅ
シ
ゴ
ヽ
ロ
オ
ホ
オ
ミ
ノ

出
石
心
大
臣
命
あ
り
、
此
命
は
固
よ
り
田
道
間
守
と
何
の
縁
故

も
あ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
出
石
心
と
い
へ
る
こ
と
が
人
名
と
し
て
用
ひ
ら
れ
た
る
例
と
す
る
事
を
得
べ
し
。

心
は
紀
の
神
代
卷
に

タ田
ゴ
リ心

姫
と
あ
る
例
に
て
、
牛
利
に
當
る
を
得
べ
け
れ
ば
、
天
孫
本
紀
と
は
別
人
と
し
て
も

イ
ヅ
シ
ゴ
リ

出
石
心
、
卽

ヅ
シ
ゴ
リ

都
志
牛
利
と
い
ふ
人
名
は
、
有
り
得
べ
し
。
出
石
は
天
日
槍
以
來
、
田
道
間
守
が
家
の
居
地
な
れ

ば
、
其
人
が
正
使
た
る
難
升
米
、
卽
ち
田
道
間
守
に
縁
あ
る
よ
り
、
次
使
と
し
て
魏
國
に
赴
け
る
事
を
推
定
し

得
べ
し
。
伊
佐
我
命
に
縁
あ
る
者
と
し
て
は
、
神
名
帳
に
出
雲
國
出
雲
郡
に
都
我
　ノ利　
神
社
あ
り
、
栗
田
氏
の
志

料
に
武
夷
鳥
命
卽
ち
天

夷
鳥
命
の
孫
、

ツ津
ガ
リ狡

命
を
祀
る
と
せ
り
。
都
志
牛
利
の
志
を
邦
語
及
び
韓
語
に
多
き
助
語
と
せ
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ん
に
は
、
都
我
利
と
も
音
近
く
な
る
べ
し
。
此
も
全
く
舍
つ
べ
き
に
非
ず
。

載
斯
烏
越
　
載
を
戴
の
訛
と
せ
ば
、
武
内
に
近
し
と
い
ふ
說
あ
れ
ど
、
今
は
字
を
改
め
ず
し
て
解
釋
を
試
み
ん
に
、

神
名
帳
に
出
雲
國
飯
石
郡
須
佐
神
社
あ
り
、
今
須
佐
郷
に
在
り
、
大
原
郡
佐
世
神
社
あ
り
、
今
佐
世
郷
に
在

り
倶
に
須
佐
能
袁
命
を
祀
る
と
栗
田
氏
の
志
料
に
見
え
た
り
。
此
の
須
佐
能
袁
命
を
か
の
素
盞
嗚
尊
と
せ
ん

に
は
、
牽
強
に
近
か
る
べ
け
れ
ど
も
、
須
佐
も
し
く
は
佐
世
の
地
に
居
り
し
名
族
の
名
と
解
せ
ん
に
は
不
可
な

か
る
べ
し
。

卑
彌
弓
呼
素
　
從
來
此
の
人
名
を
讀
む
に
、
多
く
は
素
の
字
を
モ
ト
ヨ
リ
の
義
と
し
て
、
下
の
不
和
に
つ
け
て
讀

め
ど
も
、
余
は
之
を
上
に
つ
け
て
、
人
名
の
中
に
入
れ
た
り
。
呼
素
は
コ
ソ
と
訓
む
べ
く
、
國
造
本
紀
に
見
え

た
る
凡
河
内
國
造
彥

◎己
◎曾

保
理
命
の

◎己
◎曾

、
孝
徳
紀
に
見
え
た
る

カ
ミ
コ
ソ
ノ

神
社
福
草
の

◎社
、
神
名
帳
に
見
え
た
る
攝

津
國
東
生
郡
比
賣

◎許
◎曾

神
社
の

◎許
◎曾

、
垂
仁
紀
二
年
の
註
に
見
え
た
る
難
波
と
豐
國
國
前
郡
と
二
處
の
比
賣

◎語
◎曾

神
社
の

◎語
◎曾

な
ど
の
コ
ソ
と
同
じ
さ
ま
に
用
ひ
ら
れ
し
者
な
る
べ
く
、
比
賣
語
曾
と
い
へ
ば
女
性
を
見

は
す
に
對
し
て
卑
彌
呼
と
い
へ
ば
男
性
を
見
は
す
に
も
や
あ
ら
ん
。
卑
彌
呼
と
故
さ
ら
に
一
字
を
違
へ
た
る

も
、
姫
児
の
意
に
あ
ら
ざ
る
が
爲
か
。
國
造
本
紀
に
は
山
背
國
造
に
曾
能
振
命
あ
り
て
、
彥
己
曾
保
理
命
と

は
異
人
な
れ
ど
も
、命
名
の
義
は
似
通
ひ
た
る
よ
り
思
ふ
に
己
曾
と
い
へ
る
も
曾
と
い
へ
る
も
本
義
に
は
差
な

く
し
て
、
此
の
呼
素
も
襲
國
の
酋
長
な
ど
を
や
指
し
け
ん
。

壹
與
　
本
傳
に
は
邪
馬
臺
を
邪
馬
壹
と
誤
り
た
れ
ば
此
の
壹
與
も

◎臺
與
の
誤
り
な
る
べ
し
。
梁
書
及
び
北
史
に
は

並
び
に
臺
與
に
作
り
、
宋
本
御
覽
に
は
臺
擧
に
作
れ
り
、
證
と
す
べ
し
。
卑
彌
呼
の
宗
女
と
い
へ
ば
、
卽
ち

宗
室
の
女
子
の
義
な
る
が
、
我
が
國
史
に
て
は
崇
神
天
皇
の
皇
女
、
豐
鍬
入
姫
豐
耜

姫
命

の
ト
ヨ豐

と
い
へ
る
に
近
し
。



35

國
史
に
て
は
豐
鍬
入
姫
命
の
方
、
先
に
天
照
大
神
の
祭
主
と
定
ま
り
た
ま
ひ
、
後
に
倭
姫
命
に
及
ぼ
し
た
る
體

な
れ
ど
も
、
倭
人
傳
に
て
は
倭
姫
命
の
前
に
祭
主
あ
り
し
さ
ま
に
見
え
ざ
れ
ば
、
豐
鍬
入
姫
の
方
を
第
二
代
と

誤
り
傳
へ
た
る
な
ら
ん
。
景
行
天
皇
の
五
百
野
皇
女
は
、
倭
姫
命
の
職
を
嗣
ぎ
し
さ
ま
に
、
國
史
に
見
え
た
れ

ど
も
、
其
の
名
字
の
音
、
似
ざ
る
こ
と
遠
け
れ
ば
、
之
に
當
つ
べ
き
や
う
も
な
し
。

　
　
　
　
　
以
上
人
名
を
考
證
し
畢
る
。

次
に
論
ず
べ
き
は
道
里
な
り
。
白
鳥
庫
吉
博
士
は
、
最
近
の
考
證
に
於
て
、
此
の
道
里
に
關
す
る
意
見
を
發
表
せ
ら

れ
た
る
が
、
其
の
大
要
は
帶
方
郡
よ
り
女
王
國
に
至
る
ま
で
一
萬
二
千
餘
里
な
る
に
、
其
の
中
間
帶
方
郡
よ
り
狗
邪
韓

ま
で
は
水
路
七
千
餘
里
、
狗
邪
韓
國
よ
り
末
盧
國
ま
で
水
路
合
し
て
三
千
餘
里
、
末
盧
よ
り
不
彌
ま
で
陸
路
合
し
て
七

百
餘
里
な
れ
ば
水
陸
合
計
、
已
に
一
萬
七
百
餘
里
を
算
し
、
剩
す
所
は
一
千
三
百
餘
里
に
過
ぎ
ず
。
此
の
一
萬
七
百
餘

里
は
我
が
二
百
九
十
餘
里
に
過
ぎ
ざ
れ
ば
殘
れ
る
一
千
三
百
餘
里
に
て
は
、大
和
に
逹
す
る
に
足
ら
ず
と
い
ふ
に
在
り
。

然
れ
ど
も
當
時
の
道
里
の
記
載
は
か
く
計
算
の
基
礎
と
す
る
に
足
る
ほ
ど
精
確
な
る
者
な
り
や
否
や
、已
に
疑
問
な
り
。

帶
方
郡
よ
り
女
王
國
に
至
る
と
は
、女
王
之
所
都
な
る
邪
馬
臺
國
を
指
せ
り
や
、女
王
境
界
所
盡
な
る
奴
國
を
指
せ
り
や
、

將
た
投
馬
國
と
邪
馬
臺
と
の
接
界
を
指
せ
り
や
、
先
づ
之
を
決
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
女
王
之
所
都
に
至
る
と
せ
ん
に
は
、

白
鳥
氏
の
計
算
の
如
く
な
る
べ
き
も
、奴
國
に
至
る
と
せ
ん
に
は
一
萬
六
百
餘
里
に
過
ぎ
ず
、も
し
投
馬
と
邪
馬
臺
國
の

接
界
を
標
準
と
せ
ば
、一
萬
二
千
餘
里
は
必
ず
し
も
短
き
に
過
ぎ
た
り
と
は
す
べ
か
ら
ず
。
且
つ
此
道
里
は
海
路
を
ば

太
だ
遠
く
算
し
、陸
路
を
ば
比
較
上
近
く
算
し
た
る
者
な
る
こ
と
を
認
め
て
、伸
縮
す
る
所
な
か
る
べ
か
ら
ざ
る
が
上
に
、

下
節
に
述
ぶ
る
如
く
、帶
方
よ
り
不
彌
に
至
る
道
里
と
、帶
方
よ
り
女
王
國
ま
で
の
道
里
と
は
、其
記
者
を
も
、記
事
の

時
を
も
異
に
し
た
れ
ば
、之
を
一
致
せ
し
め
ん
こ
と
難
か
る
べ
し
。
當
時
奴
國
、不
彌
國
以
南
に
し
て
道
里
明
白
な
ら
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ば
、宜
し
く
其
の
數
を
記
す
べ
き
に
、單
に
其
の
行
程
を
日
數
に
て
計
り
、里
數
を
擧
げ
ざ
る
を
見
れ
ば
、此
間
の
道
里

を
一
萬
二
千
餘
里
の
中
よ
り
精
確
に
控
除
し
て
計
算
せ
ん
こ
と
は
、杓
子
定
規
に
近
き
の
嫌
あ
り
。
故
に
考
證
の
基
礎

を
地
名
、官
名
、人
名
等
に
求
む
る
の
寧
ろ
不
確
實
な
る
道
里
に
求
む
る
よ
り
も
安
全
な
る
を
知
る
べ
し
。
地
名
を
等
閑

視
す
る
の
過
は
、白
鳥
氏
の
考
證
に
於
て
、已
に
之
を
見
る
者
あ
り
。
氏
は
魏
使
が
一
よ
り
末
盧
に
至
れ
る
地
點
を
定

む
る
に
、菅
氏
の
說
に
據
り
て
松
浦
郡
値
嘉
島
の
見
禰
良
久
崎
に
因
り
し
者
と
な
せ
り
。
値
嘉
島
は
今
の
五
島
な
れ
ば

此
よ
り
陸
行
し
て
伊
都
に
至
る
べ
き
理
な
き
こ
と
を
ば
注
意
せ
ら
れ
ざ
り
し
と
見
ゆ
、是
れ
著
し
き
誤
謬
な
り
。
余
が

見
る
所
に
て
は
、魏
使
の
上
陸
地
點
は
、恐
ら
く
は
松
浦
郡
名
護
屋
附
近
な
ら
ん
。
仲
哀
紀
に
崗
縣
主
祖
熊
鰐
、天
皇
を

周
芳
の

サ
バ

沙
磨
之
浦
卽
ち
佐
波
に
し
て
本
傳
の
投
馬
に
近
き
程
の
處
な
り
此
の
沙
磨
に
關
し
て
は
景
行
紀
及
び
豐
後
風
土
記
と
も
に
景
行

天
皇
の
筑
紫
征
伐
の
際
經
由
し
た
ま
ひ
し
事
を
記
せ
り
以
て
其
の
古
代
よ
り
舟
行
必
由
の
地
た
る
こ
と
を
見
る
べ
し
に

迎
へ
奉
り
て
奏
せ
る
言
の
中
に
、
穴
門
よ
り
向
津
　ノ野　
大
濟
に
至
る
を
東
門
と
し
、
名
籠
　ノ屋　
大
濟
に
至
る
を
西
門
と
す
と

あ
り
。
名
護
屋
が
當
時
に
在
り
て
、
要
津
た
り
し
こ
と
以
て
知
る
べ
く
、
其
壹
岐
よ
り
水
路
亦
最
も
捷
な
れ
ば
、
か
く

は
決
せ
る
な
り
。
向
津
野
大
濟
と
あ
る
は
、
周
防
の
上
之
關
、
室
積
あ
た
り
に
當
る
べ
き
か
。
此
あ
た
り
今
は
熊
毛
郡

な
れ
ど
も
、
古
は
都
濃
郡
と
と
も
に
角
國
の
中
な
り
し
な
ら
ん
。
或
は
熊
毛
郡
を
古
の
周
防
郡
な
り
し
な
ら
ん
と
說

く
者
あ
れ
ど
も
、
沙
磨
之
浦
が
周
芳
に
屬
す
る
を
見
れ
ば
、
周
防
郡
は
都
濃
の
西
に
在
り
て
、
東
に
在
ら
ざ
り
し
な
り
。

此
の
都
濃
卽
ち
向
津
野
の
津
野
と
解
す
べ
く
、
向
と
い
へ
る
は
上
之
關
な
ど
の
海
島
に
て
、
都
濃
の
對
岸
に
在
る
者
を

指
せ
る
な
ら
ん
。
余
は
魏
使
の
投
馬
以
東
に
於
け
る
上
陸
地
點
を
此
の
向
津
野
附
近
の
要
津
な
ら
ん
と
想
定
す
。
道

里
を
考
ふ
る
の
次
で
聊
か
之
に
及
ぶ
。

次
に
此
傳
を
構
成
せ
る
材
料
に
就
て
論
ず
べ
し
。
三
國
志
は
魏
略
に
據
れ
る
こ
と
、
已
に
言
へ
る
如
く
な
る
が
、
魏

略
が
何
等
の
材
料
を
採
用
せ
し
か
も
推
定
し
得
べ
か
ら
ざ
る
に
非
ず
。
余
は
之
を
四
種
に
解
析
せ
ん
と
す
。
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一
、
倭
人
　在
二　
帶
方
東
南
大
海
之
　中
一　
よ
り
使
譯
　所
レ　
通
三
十
國
ま
で
は
漢
書
地
理
志
に
據
り
て
、
當
時
の
事
に
及
ぼ

し
總
序
せ
る
者
、
是
れ
一
種
な
り
。

二
、
景
初
三
年
六
月
よ
り
末
尾
に
至
る
は
、
是
れ
當
時
官
府
の
記
錄
に
據
れ
る
者
、
是
れ
一
種
な
り
。

三
、
倭
使
の
始
め
て
帶
方
郡
に
詣
り
し
時
、
之
に
本
國
の
事
情
を
訊
問
し
、
加
ふ
る
に
漢
書
の
如
き
前
代
の
記
錄
を

參
考
し
て
作
れ
る
記
事
、
是
を
第
三
種
と
す
。

余
は
傳
中
、
左
の
各
節
を
以
て
此
の
性
質
の
者
と
斷
定
す
。

次
　有
二　
斯
馬
　國
一　
よ
り
　與
二　
儋
耳
朱
　崖
一　
同
に
至
る
一
節
。（
い
）

其
行
來
　渡
レ　
海
　詣
二　
中
　國
一　
よ
り
持
衰
　不
レ　
謹
に
至
る
一
節
。（
ろ
）

其
會
同
坐
起
よ
り
人
性
　嗜
レ　
酒
に
至
る
一
節
。（
は
）

參
問
倭
地
よ
り
五
千
餘
里
に
至
る
一
節
。（
に
）

四
、
魏
使
が
倭
國
に
至
り
親
し
く
見
聞
せ
る
所
を
記
せ
る
者
、
是
を
第
四
種
と
す
。
卽
ち
左
の
各
節
な
り
。

　
　從
レ　
郡
　至
レ　
倭
よ
り
旁
國
遠
絕
、
　不
レ　
　可
レ　
　得
レ　
詳
に
至
る
一
節
。（
イ
）

　
倭
地
温
暖
よ
り
以
　如
二　
練
　沐
一　
に
至
る
一
節
。（
ロ
）

　
　出
二　
眞
珠
青
　玉
一　
よ
り
　視
二　
火
　坼
一　
　占
レ　
兆
に
至
る
一
節
。（
ハ
）

　
　見
二　
大
人
　所
　一レ　　
敬
よ
り
船
行
一
年
　可
レ　
至
に
至
る
一
節
。（
ニ
）

一
種
と
二
種
と
は
辯
證
を
要
せ
ず
。
三
種
四
種
を
か
く
解
析
せ
る
標
準
は
、
一
に
は
三
種
に
屬
す
る
記
事
が
多
く

は
倭
よ
り
郡
に
至
る
方
面
よ
り
着
眼
し
、
四
種
に
屬
す
る
記
事
が
多
く
は
郡
よ
り
倭
に
至
る
方
面
よ
り
着
眼
せ
る
の

別
あ
る
に
由
る
。
二
に
は
次
有
某
國
云
々
と
い
へ
る
國
名
の
排
列
が
大
和
の
王
畿
附
近
、
特
に
伊
勢
を
起
點
と
し
て
、



38

次
を
逐
て
最
後
に
及
べ
る
に
、
從
郡
至
倭
云
々
と
い
へ
る
國
名
の
排
列
は
、
之
と
全
く
反
對
の
排
列
を
爲
せ
る
に
由
る
。

三
に
は
記
事
に
重
複
あ
り
て
、
屬
辭
に
脈
絡
な
く
卽
ち
三
種
の
（
い
）
節
、
風
俗
不
淫
の
句
が
四
種
の
（
ニ
）
節
、
婦

人
不
淫
不
妬
等
の
句
と
重
複
し
、
三
種
の
同
節
、
禾
稻
紵
麻
以
下
、
箭
鏃
に
至
る
物
産
が
、
四
種
の
（
ハ
）
節
に
記
せ

る
物
産
と
脈
絡
相
屬
せ
ず
、
四
種
の
（
ハ
）
節
、
父
母
兄
弟
云
々
の
句
、
三
種
の
（
は
）
節
、
會
同
坐
起
云
々
の
句
と

脈
絡
相
屬
せ
ざ
る
が
若
き
に
由
る
。

　
夏
后
少
康
之
子
。
　封
二　
於
會
　
。
稽
一　
　斷
レ　
髮
　文
レ　
身
。
　避
二　
蛟
龍
之
　
。
害
一　（
三
種
い
節
）
と
あ
る
は
、
漢
書
地
理
志
に
粤

地
の
事
を
記
せ
る
文
を
襲
用
し
、

　作
レ　
衣
　如
二　
單
　
。
被
一　
　穿
二　
其
中
　
。
央
一　
　貫
レ　
頭
　衣
レ　
之
。
　種
二　
禾
稻
紵
　
。
麻
一　
蠶
桑
緝
績
。
―――
其
地
　無
二　
牛
馬
虎
豹
羊
　
。
鵲
一　

兵
　用
二　
矛
楯
木
　
。
弓
一　
―――
竹
箭
―――
或
骨
鏃
。（
同
節
）

と
あ
る
は
、
大
要
漢
書
地
理
志
の
儋
耳
朱
崖
の
記
事
を
襲
用
せ
り
。
此
等
は
魏
人
の
想
像
を
雜
へ
て
、
古
書
の
記
せ
る

所
に
附
會
せ
る
よ
り
推
す
に
、
親
見
聞
よ
り
出
で
し
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。
最
後
の
參
問
云
々
も
亦
然
り

と
す
。

次
に
零
碎
な
る
字
句
の
異
同
を
校
訂
し
て
以
て
、
此
章
を
終
ふ
べ
し
。

注
に
魏
略
を
引
き
て
正
歳
四

◎時
と
あ
る

◎時
を
宋
本
に
は

◎序
に
作
り
。
　◎記
二　
春
耕
秋
　收
一　
と
あ
る

◎記
を
宋
本
に
は

◎計
に

作
れ
り
、
從
ふ
べ
し
。

重
者
　◎滅
二　
其
門
戶
及

◎親
　族
一　
の

◎滅
を
宋
本
は

◎沒
に
、

◎親
を

◎宗
に
作
れ
り
、
亦
從
ふ
べ
し
。

其
國
本
亦
　以
二　
男
　子
一　
　爲
レ　
王
。
住
七
八
十
年
。
倭
國
亂
相
攻
伐
歷
年
。
乃
共
　立
二　
一
女
　子
一　
　爲
レ　
王
。
名
　曰
二　
卑
彌
　
。
呼
一　
此

數
句
異
同
甚
だ
多
し
。
後
漢
書
に
は
前
に
も
引
け
る
如
く
、
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建
武
中
元
二
年
。
倭
奴
國
　奉
レ　
貢
朝
賀
。
使
人
自
　稱
二　
大
　
。
夫
一　
倭
國
之
極
南
界
也
。
光
武
賜
　以
二　
印
　
。
綬
一　
安
帝
永
初
元

年
。
倭
國
王
帥
升
　獻
二　
生
口
百
六
十
　
。
人
一　
　願
二　
請
　
。
見
一　
桓
靈
間
倭
國
大
亂
。
更
相
攻
伐
。
歷
年
　無
レ　
主
。
　有
二　
一
女
　
。
子
一　

名
　曰
二　
卑
彌
　
。
呼
一　

に
作
れ
る
が
、
隋
書
、
通
典
は
全
く
後
漢
書
に
據
り
、
北
史
は

◎桓
◎靈
◎間

を
◎
◎
◎
◎
◎

靈
帝
光
和
中
に
作
り
、
餘
は
後
漢
書
に
同
じ
、

梁
書
は

◎
◎
◎
◎
◎
◎

漢
靈
帝
光
和
中
に
作
る
こ
と
は
北
史
と
同
じ
く
、
歷
年
の
下
に
　◎無
レ　

◎主
二
字
な
き
こ
と
は
三
國
志
に
同
じ
、
宋

本
御
覽
は
三
國
志
を
引
き
て

◎
◎
◎
◎
◎

住
七
八
十
年
を

◎
◎
◎
◎
◎

靈
帝
光
和
中
に
作
れ
り
。
因
て
思
ふ
に
魏
略
の
原
文
は
建
武
中
元
よ
り

　願
二　
請
　見
一　
に
至
る
ま
で
は
、
後
漢
書
に
同
じ
く
、
次
に
漢
靈
帝
光
和
中
と
あ
り
て
、
倭
國
亂
相
攻
伐
歷
年
以
下
は
三
國

志
に
同
じ
か
り
し
な
ら
ん
。
三
國
志
が
本
亦
　以
二　
男
　子
一　
　爲
レ　
王
と
い
へ
る
は
、
中
元
、
永
初
二
次
朝
貢
せ
る
者
が
男
王

な
り
し
を
以
て
、
略
し
て
か
く
改
め
た
る
な
る
べ
く
、
永
初
よ
り
光
和
ま
で
を
算
し
て
住
七
八
十
年
の
句
を
作
り
し

な
る
べ
し
。
靈
帝
光
和
中
を
桓
靈
間
と
改
め
た
る
は
、
改
刪
を
好
め
る
范
曄
の
私
意
に
出
で
た
る
こ
と
明
か
に
、
歷
年

の
下
に
無
主
の
二
字
を
加
へ
た
る
な
ど
は
、
全
く
范
曄
の
妄
改
の
結
果
と
見
え
た
り
。
宋
本
御
覽
が
三
國
志
を
引
て

靈
帝
光
和
中
の
句
を
殘
せ
る
は
、
當
時
の
異
本
或
は
か
く
作
り
し
者
あ
り
け
ん
。

景
初

◎二
年
六
月
は

◎三
年
の
誤
り
な
り
。
神
功
紀
に
之
を
引
き
て
三
年
に
作
れ
る
を
正
し
と
す
べ
し
。
倭
國
、
諸
韓

國
が
魏
に
通
ぜ
し
は
、
全
く
遼
東
の
公
孫
淵
が
司
馬
懿
に
滅
さ
れ
し
結
果
に
し
て
、
淵
の
滅
び
し
は
景
初
二
年
八
月
に

在
り
、
六
月
に
は
魏
未
だ
帶
方
郡
に
太
守
を
置
く
に
至
ら
ざ
り
し
な
り
。
梁
書
に
も
三
年
に
作
れ
り
。

五
、
結
論
　

已
上
の
各
章
に
於
て
、
魏
書
倭
人
傳
の
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邪
馬
臺
と
は
大
和
朝
廷
の
王
畿
な
る
べ
き
こ
と

女
王
卑
彌
呼
と
は
倭
姫
命
な
る
こ
と

は
、
粗
ぼ
論
じ
盡
せ
り
。
但
だ
其
の
魏
と
交
通
せ
る
時
期
が
、
我
が
國
史
に
於
て
、
如
何
な
る
時
代
に
相
當
す
る
か
は
、

尚
ほ
未
だ
語
て
詳
か
な
ら
ざ
る
の
憾
あ
り
。
少
し
く
之
を
補
て
、
以
て
此
の
考
說
を
結
ば
ん
と
す
。

余
は
女
王
國
が
狗
奴
國
と
相
攻
撃
せ
り
と
い
ふ
に
よ
り
て
、
其
の
時
期
を
景
行
天
皇
の
初
年
、
熊
襲
親
征
の
事
に
該

當
す
る
者
と
斷
ぜ
ん
と
す
。
上
古
に
在
て
語
部
が
語
り
繼
ぎ
た
る
史
實
な
り
と
も
、
當
時
の
大
事
を
全
く
語
り
漏
す

べ
き
者
と
は
信
ぜ
ざ
る
が
故
に
、
魏
國
の
記
錄
に
著
は
れ
た
る
史
實
が
、
我
が
上
古
史
に
全
く
缺
佚
せ
る
筑
紫
女
酋

の
事
蹟
な
り
と
信
じ
得
ざ
る
こ
と
、
猶
か
の
魏
使
が
筑
紫
に
來
り
て
、
全
く
大
和
朝
廷
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
歸

れ
る
こ
と
を
信
じ
得
ざ
る
が
ご
と
し
。
故
に
此
の
魏
國
ま
で
知
れ
渡
り
た
る
攻
撃
の
事
を
、
景
行
天
皇
の
御
事
蹟
に

當
る
者
と
定
め
、
か
く
て
之
よ
り
下
れ
る
世
に
考
へ
及
ぼ
す
に
、
神
功
皇
后
攝
政
の
期
は
、
那
珂
通
世
氏
の
說
の
如

く
、
三
國
史
記
と
神
功
紀
の
干
と
、
續
日
本
紀
の
菅
野
眞
道
等
の
上
表
と
に
よ
り
て
百
濟
近
肖
古
王
の
時
と
す
る
こ

と
當
然
な
れ
ば
、
此
間
凡
そ
百
年
に
し
て
、
景
行
、
成
務
、
仲
哀
、
神
功
、
四
朝
に
彌
れ
ば
、
必
ず
し
も
荒
唐
に
流
れ

ざ
る
べ
し
。
之
よ
り
上
に
溯
り
て
漢
靈
帝
光
和
中
の
内
亂
を
、
崇
神
垂
仁
の
二
朝
に
於
け
る
百
姓
流
離
。
或
　有
二　
背

　叛
一　
崇
神
紀
六

年
の
語

に
よ
り
、
神
祇
を
崇
敬
せ
し
こ
と
、
武
埴
安
彥
の
叛
、
四
道
將
軍
の
出
征
、
狹
穗
彥
の
亂
な
ど
に
當
る

者
と
せ
ん
に
は
、
其
間
五
六
十
年
に
し
て
、
長
短
頗
る
當
を
得
る
者
の
如
し
。
是
れ
我
が
古
史
の
紀
年
を
定
む
る
に
於

て
、
亦
甚
だ
有
益
な
る
資
料
た
る
べ
き
な
り
。

今
一
事
の
注
意
す
べ
き
は
、
余
が
考
定
せ
る
倭
國
の
使
人
が
、
田
道
間
守
以
外
の
諸
人
も
、
皆
但
馬
、
出
雲
よ
り
出

で
し
人
物
た
る
こ
と
な
り
。
崇
神
紀
六
十
年
に
見
え
た
る
出
雲
大
神
宮
の
神
寶
を
貢
上
せ
し
め
た
る
こ
と
、
垂
仁
紀
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八
十
八
年
に
見
え
た
る
但
馬
出
石
の
神
寶
を
獻
ぜ
し
め
た
る
こ
と
を
併
せ
考
ふ
る
に
、
神
寶
の
貢
獻
は
實
に
其
國
の

服
屬
を
表
す
る
者
な
る
べ
く
、
此
の
二
國
の
服
屬
は
、
始
め
て
大
和
朝
廷
の
海
外
交
通
を
容
易
な
ら
し
め
て
、
更
に
任

那
の
服
屬
を
導
き
た
る
者
な
る
べ
し
。
魏
志
の
記
事
は
任
那
服
屬
の
後
な
る
べ
き
こ
と
、
已
に
說
く
所
の
如
く
な
る

を
以
て
、
其
時
外
交
の
使
命
を
奉
ぜ
し
者
が
、
但
馬
、
出
雲
二
國
の
名
族
た
り
し
こ
と
は
、
事
情
に
於
て
極
め
て
當
然

な
り
と
謂
ふ
べ
し
。

若
し
倭
人
傳
に
見
え
た
る
倭
國
の
習
俗
其
他
を
も
旁
證
し
、
諸
韓
國
と
の
關
係
に
も
及
ば
ん
に
は
、
更
に
闡
發
を

要
す
る
者
あ
る
べ
き
も
、
此
の
考
證
已
に
長
き
に
過
ぎ
た
る
を
以
て
、
今
皆
之
を
略
し
、
別
に
補
考
を
草
す
る
の
機
を

待
た
ん
と
す
。

（
明
治
四
十
三
年
五
〜
七
月
「
藝
文
」
第
一
年
第
二
〜
四
號
）
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•

「
卑
彌
呼
考
」（『
明
治
文
学
全
集
　
第
七
八
巻
』「
明
治
試
論
集
㈡
」、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
二
月
）
所
収
。

•

原
文
を
尊
重
し
て
。
旧
字
・
旧
仮
名
遣
い
に
し
た
。

•
P
D
F

化
に
はL AT

E
X
2
ε

で
タ
イ
プ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、d

v
ip
d
fm

x

を
使
用
し
た
。

科
学
の
古
典
文
献
の
電
子
図
書
館
「
科
学
図
書
館
」

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
a
m
.
h
i
-
h
o
.
n
e
.
j
p
/
m
u
n
e
h
i
r
o
/
s
c
i
e
n
c
e
l
i
b
.
h
t
m
l

「
科
学
図
書
館
」
に
新
し
く
収
録
し
た
文
献
の
案
内
、
そ
の
他
「
科
学
図
書
館
」
に
関
す
る
意
見
な
ど
は
、

「
科
学
図
書
館
掲
示
板
」

h
t
t
p
:
/
/
6
3
2
5
.
t
e
a
c
u
p
.
c
o
m
/
m
u
n
e
h
i
r
o
u
m
e
d
a
/
b
b
s


